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~ 再裁定グループからのお知らせ(その 9)

【支払部再裁定グループ】

再裁定の受付・進達事務について、日頃よりご理解とご協力をいただき感謝申し

上げます。

再裁定グループでは、再裁定の受付・進達事務の留意事項について、平成 22年

11月号から順次掲載しているところです。

今回は、再裁定にかかる返戻の多い事例について改めてお知らせします。

また、紙台帳等とコンビュータ記録の突合せにかかる再裁定の進達事務について

補足事項がありますので併せてお知らせします。

今後の業務の参考にしてください。

0再裁定にかかる返戻の多い事例

1 WM上の資格記録等に関するもの

E 時効の取扱いにかかるチェツクシート

E 死亡失権者の再裁定における未支給の受取先の確認

0紙コンにおける遺族年金と死亡者の受給していた年金が併記された回答書等を

使用する場合の再裁定の進遠方法と留意点

q'L 



再裁定にかかる返戻の多い事例

WM止の資格記録等に関するもの

回配偶者の基後年金番号について

次のいずれかに当てはまる場合は、配偶者の基礎年金番号の記載が必要です。

受給権発生時又は加給年金支給開始時の配偶者の基礎年金番号を、様式第 127号

又は機式第 128号(以下「様式第 127号等Jという。)に記載してください。

配偶者の基礎年金番号が未付番の場合は付番してください。

-新法の老齢給付・障害給付

①年金給付記録原簿に配偶者状態表示が主主録されている場合

②改定記録 (04画面)に下表の改定トランズがある場合

-旧法の老齢給付・障害給付

①年金給付記録原簿の「加対者J欄に配偶者生年月日の表示がある場合

②年金給付記録原簿の「寡加停j欄に r1J又は r2Jの表示がある場合

③改定記録 (04画面)に下表の改定トランズがある場合
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改定トランズ 事 由

54-01 加対者死亡

54-02 加対者生計維持消滅

54-03 加対者 65歳到達

54-04 加対者追加

54-25 配偶者状態表示の変更

54-20 配偶者の老齢または障害等の受給による加給金停止

54-21 配偶者の老齢または障害等の失権または全停による加給金開始

固死亡者の基礎年金番号の付番について

遺族年金 ・寡婦年金の再裁定をする場合、死亡者の資格記録をもとに再裁定処理

を行いますので、死亡者の基礎年金番号が必要です。

死亡者の基礎年金番号が未付番の場合は付番してください。

固子の基礎年金番号について

子がいる遺族年金(旧法は子の原簿がある場合)の再裁定をする場合、親の様式

第 127号等の「その他j欄に子の基礎年金番号・生年月日を記載してください。

子の基礎年金番号が未付番の場合は付番してください。

。。



回生年月日訂正依頼の再裁定について

資格記録及び基礎年金番号管理ファイルの生年月日 を訂正してください。

国国民年金被保険者記録の住所の確飽について

国民年金資格記録(r国年J050画面)に住所が未収録の場合、再裁定処理を進め

ることができませんので必ず収録してください。

なお、遺族年金の再裁定の場合も、死亡者の国民年金資格記録の整備が必要です。

困重領期間にかかる確認及び盤備について

追加する被保険者期間と別制度の期間が重複している場合、資格記録を整備して

ください。

参照 国民年金・厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領 P45~46 r3 被保険者記録が重複

している場合の取扱bリ

E 時効の取扱いにかかるチェツクシート

様式第 128号を進達する|祭は、「年金機構業務つうしん平成 25年 3月号」の「再

裁定グループからのお知らせ(その 8)Jでお知らせしているとおり、時効の取扱いに

以 かかるチェツクシー トを必ず添付してください。

日 なお、進達の際は、決裁者欄に上長の決裁があることを確認してください。
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E 死亡失権者の再設定における朱支給の受取先の確包

死亡失権者の再裁定をする場合は、未支給の振込先の確認が必要です。

受取先の指定には、米支給請求書(様式第 514号)を使用してください。

(新規請求や転給の場合は、生計同一関係を確認できる書類の添付が必要で、す。)

ただし、今回の再裁定の未支給請求者が前回の米支給請求者左同一人で、次の 1、2

に該当する場合は、様式第 514号の添付を省略できます。

(r年金機構業務つうしん 平成 23年 5月号」の「再裁定ヘルプデスク電話照会事

例Q&AJのQ10を参照)

1 前回の未支給受取口座と同じ口座に振込を希望する場合

様式第 127号等の fその他j欄に、「前回の未支給口座に振込希望Jの旨を記

載してください。

なお、以下の点にも注意してください。

①金融機関の統廃合が行われていないか。

統廃合等により金融機関名・支!古名等が変更になっている場合は、様式第

514号を使用し、振込口座を改めて指定してください。

② 前回の未支給が郵便局の窓口での受取りではないか。

今回も窓口での受取りを希望される場合は、受取希望先の郵便局の「郵便

局名・郵便番号・所在地j を様式第 127号等の「その他J欄に記載してくだ

さし、。

なお、郵便局の口座での受取りに変更する場合は、様式第 514号を使用し、

振込口座を指定してください。

2 未支給請求者の受給している年金の受取口座に振込を希望する場合

様式第 127号等の「その他J欄に、 f請求者の00年金口座に振込希望j の旨

を記載してください。(00は「遺族Jr老齢j等、年金種別がわかるように記載

してください。)
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紙コンにおける遺族年金と死亡者の受給していた年金が併記

された回答書等を使用する場合の再裁定の進達方法と留意点

金進達左法
『コ ンピュ一書記録と紙台帳等の突合せにかかる職員マニュアル』の r2.2. 13再裁定処理』において、『再裁定

要領は既存のマニュ71レ等を参照する」と記載があります。平成 24年5月14日【記対指 2012-50J後で示された

rn 年金記録に関する紙台帳等の問査結果についての回答書等J(=遺族年金と死亡者の老齢年金が併記された

回答書等)についても、既存のマニュアルに則り、以下のように進達してください。(参照。業務処理要領【マニ

ュアJレ]年金給付 W進達 8年金訂正 (練式第 127号、 127号-2の処理)の進逮編)

波 紋台級>ョンピュータ配蝕の突合せを倶除とする麹続年金受給者の年金記録の凶1F.に係る通知の作成及び送付手順のfd貰いと通知持作成ツールの配布{指示依傾}

0様式第 127号又は様式第 128号(以下「様式第 127号等Jという。)は年金コード

ごとに作成する。

Oそれぞれの様式第 127号等の右上に、「死亡者の 1150同時進達」など同時進達した

年金コードがわかるように朱書きする。

0再裁定と同時に処理を行う届書※1や添付書類別がある場合には、様式第 127号等

と併せて進達する。進達書類一式は、クリップ留めではなく、左上を必ずホッチキ

スで留める。

0回答書等は、いずれかに原本を、 他方には写しを添付する。

0通帳の写しを添付する場合は、必ず死亡者の様式第 127号等に添付する。

※1 様式第 201号、様式第 202号、様式第222号、 様式第 229号、様式第 233号など

※2 戸籍抄本句嘗本)、住民票の写し、所得証明、通帳の写しなど

Cコそ侍れ亡〉惜武

富 127害等
〈者齢等〉

「遺族年金悶時進達」
と朱書さ

〈死亡者の老齢年金等〉

①様式第127害等

②紙コンの回答書等〈いすれかlこ原本を添付、他方は写し)

③ (儀式第127告の3 ・時刻のH~汲い!こかかるチェ ックシート〕

④ 〈各種諸変更届〉

〈遺族年金〉

⑤ 〈添付醤類〉

死亡者が受給していた年金の朱支給受取口座について、遺族年金受取口座単昼を希望

している場合は、通恨の写しを必ず死亡者の様式第 127号等に添付してください。

-6ー



金畳童卓

平成 24年 5月 14日 [記対指 2012-50]で示された rrr 年金記録に関する紙台帳

等の調査結果についての回答書等J(=遺族年金と死亡者の受給していた年金が併記

された回答書等(下図見本))では、死亡者の受給していた年金の未支給は原則とし

て遺族年金受取口座へ振込みますが(※Aを参照)、※B械に記入があり通帳の写しの

添付がある場合には希望された受取口座へ振込みます。

厘掴 (4.院院をIJ正した塙自の年金額回目算] 平成2S'f.OflOII 制作

年金u・2刊信号1I 2 52~ 252525 14~O 

2冊。帥oI~ /年 引 伺 剛 1'1/年 | 

ft:会u・例制uI 2222・2222221150 
'.3帥。冊。円/年 訂正倹 | 

務こ のIf合 Il\/~侭に制"したもので相の r . lIi開のIf f>/A IHtIJる/~合があり ま 1.

~-・ J' ，同園f田/1 企園F田~ H:園J嗣恥・・・・圃同国園田圃圃・・・・・・同国圃園田園・・・・・圃幽ー圃園園・、

I.:J iljl/n・、"，:¥、/')，11.年金但書記骨嵩時Uの吐取り礼会陪，.:trm-)~J.V( 刊、 四rIJ3~け町tJl : E 

-'.;.~品温幽幽且臥也山'.Jl.:J:.凶ua』凶---園田ーー回国・・・・陶園田園圃..J
~1r*i;を~~!Il!I 'Iお/1前理EZrt72JLZtt芯C4112tztzz-h\

1…り帥刷局削 nüf ~:1;…… 幽!lI附…人口州特hem )fB 
J~h -c い Z. 禍胞のZu._~晶:JJ;i.illJlι且司;ι

':' fl((~I) "(ぃ{， UHr企"制。先 l-~吏 1<.ι IJi.'IH，り量 畦 1. .

この回答書等を使用する場合には、以下の点に注意してください。

①様式第 127号等の「その他1欄に受取先を記入する場合は、回答書等の内容に

Idった記載をしてくださいの

回答書等に記載されている受取口座と様式第 127号等に記載されている受取口

座が異なるケースが見受けられます。(例回答書等では遺族年金の口座での受取

りを希望している(※A欄参照)が、様式第 127号等に f前回の未支給口座に振

込希望」と記入されているケース。)

② 潰族年金受給者も死亡されていて、他の未支給請求者が再裁定の申出をする場

合(転給を含む)は、この回答書等では受取口座を指定で者ません。

今回新たに未支給請求する場合や転給の場合は、様式第 514号に生計同一関係

が確認できる書類を添付してください。

今回の未支給請求者が前回と同一人の場合には、 E 死亡失権者の再裁定にお

ける来支給の受取先の確認を参照し、受取口座を確認してください。
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平成25年7月 17日

業管指 2013-8

年金給付に係る届書・精求書等の進達方法の留意点(指示・依頼)

フロッウ本部 事務セン9 年金事務所

部理管 通徴部

厚年 厚年

国年 給年 記録 突合
通員 適量

徴収課 限国年 中桜室目G G 

義 厚年 G G G G 総務 厚年

情報提供先

相談

社労士
健保協会

セ
‘ J 

';1 会

。。 。 。 。 J 」

総務部、品質管理部、年金給付部、業務管理部、障害年金業務部、支払部、業務渉外部1
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受付進捗管理システムの運用開始後の本部への進達方法の留意事項については、 平成24年 12月 17 
あ

ず

日[品管指 2012-1691r受付進捗管理システムの進達番号テーブルの登録及ぴ留意事項 1 (指示 ・依籍1

:rlのとおりお知らせしていますが、不備の多い事項について改めて進遠方法の留意をお願いするものです。
ツ
ク
m 
I Iポイント(内容)

1 .進達方法

① 進達票に届書・請求書等を記載する場合は、同じ種類ごとにまとめて配載してください。

②事務センヲーから進達する場合は一つの年金事務所ごとに綴じ、異なる年金事務所分を綴じないよ

うにしてください。

※詳しくは「年金給付に係る届書 ・請求書等の進達方法J(別紙)を参照してください。

2 業務処理要領の改正

業務処理要領【マニュアル】は、追って改正します。

3 その他

本部への進達時期について、本部諸変更文書受付期限の週(各月受付最終週)での進達件数が纏端

に多い年金事務所又は事務セン9ーが見受けられます。進達時期が各月受付最終週に偏らないようご

協力をお願いします。

l 審査担当fI~~欄・ i 
-8ー
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別紙

年金給付に係る届書・請求書等の進達方法

受付進捗管理システム(以下「受付システムJという。)の運用開始後の本部への進達方法で、不備の多

い事項について、改めて進遠方法の留意点をお知らせするものです。(見1)添のイメージ図も参照ください。)

1 .進逮書類の作成

局書・請求書等に添付書類がある場合は、左上部をホチキスまたはダブルウリップで留めて、属書・

請求書等ごとに 1つにまとめてください。添付書類はゼムヴリップで留めないでください。

2 進達蕪の作成

(1)進達累に届書・請求書等の名称を記鍛する際は、同じ種類の届書・請求書等はまとめて記載してく

ださい。

(2 )進達累の年金コード欄には、請求書に記載されている年金コードを漏れなく舵載してください。

(3 )朱支給年金請求書、再裁定、停止事由該当届(様式 583号)、各種年金請求書、国際通算年金関

係属書については、それぞれの専用の進達票を作成(使用)し、他の届書・請求書等が混在しないよ

うにしてください。なお、 3 (5)により一連の処理を行う届書・請求書等がある場合は除きます。

穴
あ
り
ゴノ
ー
ツ
ウ
用

3 進遠方法

(1)届書・請求書等は進達票のl順番に並んでいることを確認して進達してください。

(2 )届書・請求書等の件数と進達累にi2載されている届書・請求書等の件数が合致していることを確

犯して進達してください。

(3 )進遺書類を進達累に添付する際は、進逮票、進遺書類の順にして、輪ゴムまたはダブルクリップ

で綴じてください。進達票が複数枚にわたる場合でも、進達累ごとに進達書類を綴じてください。

(4 )事務セン告ーから進達される場合は、 2 (3)で作成したものを一つの年金事務所ごとに輪ゴム

で綴じてください。異なる年金事務所を同じ輪ゴムで綴じないようにしてください。

(5 )同一人につき、一連の処理を行うような居書・請求書等は、一緒にして届書・請求書等の左上を

ホチキスまたはダブルクリップで留めて進達してください。添付書類はゼムクリップで留めないで

ください。

これは、未支給年金請求書と選択申出書(様式第201号)の場合、バラバラに進達されると処

理順序が逆になり、本来選択処理をした後に未支給の処理をするところが、選択処理がされないま

ま未支給が処理され、過誤払いが発生する等の処理誤りにつながることがあるためです。

このような同一人につき、複数の種類の届書・鵠求書等を同時進達する場合は、進達票に遼続し

て表示されるよう作成してください。

nu 



別添イメージ図

1進遺書類の作成

巨三三ヨ ※眉書簡求書等に添付.額等が
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届書、請求書

2進達票の作成
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年宣コードは漏れな〈記慰する.

進達票

届1!1名ρ 崎考州
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3. :i量達方法

進達票
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イメージ図
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仁つ
進達票

- 00率務セνター トー

(A年金事務所}

進逮票

z Jlp 

※同じ事務所の進逮・頭lま愉ゴムで磁
じる.
(異なる事務所Iま領じない.l

※同時に進達する届書
がある塙合は、連続して
!e粧する.

[記入例1
1未支給開求書①
2週択申出書①

3来支給問求書②
4選択申出書②

~ーr-T一一ァ一一

進逮票

来支給年宣請求書

一連の処理を行う関係の届書は、一緒にして進達する。

司00選択申出書
(線式201号)

朱支給年金

請求書

未支給与金問求書

00選択取凶書

00選択申出書

1
 

1
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別添イメージ図
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00選択申出書
(様式201号)
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平成 25年 6月 28日

給付情 2013-67

記管情

文書区分

喜喜 誓霊 緊 2013-28 

「支給停止事由骸当眉Jの届出省略にかかる省令改正に伴う
年金請求書(ターンアラウンド用)の取扱い変更(情報提供)

情報f供先E 

相談

社労士
会健保協 構健機保セ

ー‘ノ

9 会

J J 

本部 ブロッウ本部 事務セン告ー 年金事務所

宛先
部各

係部関 E郡官里 4給部自 徴適部

厚年 厚年

図年 給年 t録a 合突
適課用 適用銀

徴収限 国年課 言相談室 l 

G G 

全 総務 厚年 G G G G 総務 厚年

。。 。 。
本部関係部

サービス推進部、年金相談部、業務管理部

穴
あ
け
チ
ェ

ッ
ク
用

旦血ニ盤宣
『老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出省略にかかる省令改正に伴う、年金

請求書(ターンアラウンド用)に同封する「支給停止事由該当届J・「年金の請求手続きのご案内」の取扱

いおよび年金請求書(告ーンアラウンド用)の発送日の変更についてお知らせするものです。

ポイント(内容)

1 平成 25年 6月初日【事企情 2013-40]rrr厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令』の公布

立宣墾壁盆2.1-'こてお知らせしましたとおり、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届

(様式第 583号)J(以下、「支給停止事由該当届Jといいます。)の届出省略にかかる省令改正が公布さ

れたところです。

省令改正に伴い、平成 25年 10月 1日以降に、 60歳から 65歳になるまでの老齢厚生年金の受給権がr
発生する方等については、支給停止事由該当届の届出が原則不要となります。 目

このため、平成 25年 7月以降に年金請求書(合一ンアラウンド用)を送付する対象者のうち、 60歳

到達者(平成25年 10月 1日以降に、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する方)については茎盆

停止事由該当届の同封を行いません。

なお、特老厚未請求者 (65歳歪I)i童時点で未請求の方。なお、対象者の抽出は生まれ月の4カ月前です。)

については、従来どおり支給停止事由該当属を同封します。併せて別添 1もご参照ください。

2.届出が原則不要となるため、支給停止事由該当届の同封を行わない 60歳到達者については、年金請

求書(ヲーンアラウンド用)に同封の「年金の講求手続きのご案内J(60歳用 ・赤色刷。以下、「ご案内」

といいます。)の 6ページ自の記事の一部安手作業により抹消のうえ送付します。詳細は別添2をご参

照ください。

なお、この対応は平成 25年 7月送付分から 9月送付分までを対象とし、平成 25年 10月以降送付分

は該当部分を削除した「ご案内」を送付します。

。。ー



3.平成 25年7月1日に送付を予定しておりました、年金請求書(ターンアラウンド用)のうち、 60歳

到達者(約 12.000件)については、送付準備のため予定を変更し平成 25年7月8日に送付します。

なお、 7月8日以降の送付予定分については、平成 25年度業務スケジュールのとおり送付します。

4 省令改正に伴う事務の取扱いおよび帳票の様式変更等については、追ってお知らせします。

く年金給付事務に関すること 〉

照会先
本部年金給付部給付企画G

担当 馬場(恵)隼盛柴田
連絡先

(直通)

〈告ーンアラウンドに関すること 〉
照会先

本部記録管理部記録提供G

担当 安長皇j圭

(直通)

ー
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別添1

平成2 5年度年金請求書の事前送付(年金請求書の送付)
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知Ji;恭2

r{ 年金の費付取りについて r 

". 

0年金舗の-8sあるいは金銅が受け取れない絹舎があります.

・厚生年金保険に加入中の方は勤務先からの絡酬額により年金額の一部あるいは全額が受け取れない場合があります.

・庭用保険の基本手当{船員保険は失業保険金)、高年齢雇用継続給付金を受けている方は年金額が悶整されます制尋仲

| サインペンにより | 
かお、年金額の全額が受け取れない犠合/;1;、支払いのご案内は送付しません。 I抹消しています。 I

065.ーから受け取る老齢S礎年金を、 60.ーから64自闘の聞に繰り上げて受け取るごとがでt!lI:す.

線上げ筒求の年金lま筒求を行った月の盟月分から受け取片もます。

なお、受け取る年金制は、繍求した月に応じて減額になります (~IlI)Il、筒求の手続きが必嬰となります)，

0陣容をお持ちの方・長期加入者の方l主、定観的分支給開始年紛の特例があります.

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例郎分のみ}を受けられるようになったと昔、次のいずれかに餓当して、かつ、退職して

いる方は、このパンフレットの3ページの(注3)の定額部分の支給開始年齢にかかわらず、報酬比例部分と定額官官分を合

わせた年金額が受け取れます(※)，
・厚生年金保険法に定める障寄等級11世から3鍬の状態にある場合

『年金時求書Jとは~I)Iこ「陣容者特例締求Jの手続きを行う必褒があります.陣容の特例に骸当した場合、手続告の盟月
から年金額が改定されます.

・厚生年金保険の加入J開聞がI\I\ ~F以上ある場合
敏当したときに被保険者である場合l主、退職した月の笠月(退職が月末の場合は、退職した月の翌々 月)からとなります。

探知給年企の加悼要件(r年金附求書J町11ベージ)に陸自ザι堀合l主、定観的分に加給年金が加nに1.ります
E長老齢革礎年金の一的椛土げを防車した方は、この特例は適問に主りません.

b起この特例に政当している問1:.r車生年童保険即位保険者として再nu重した地合は‘ 特例による定傾倒分(/~給年金を古む}の支給は停止1:1.. りま1' .

<受付時間>

お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ!

|0570-05-1165 
050または070から始まる電話でおかけになる湯合は

♀呈-6700ー 1165

お問い合わせの燃は、基盤生金量呈がわかるものをご用意ください。

月曜日 午前8:30~午後 7 : 00 

'1> 火~金隈日 午前8:30~午後 5 : 1 5 
E 第2土曜日 午前9:30~午後4:00

ホJ118ill日が祝日の場合は、 !ll!日以降の閉所日初日に午後7:00まで相般をお受けします@
ホ祝日{第2土曜日を除<>、 12月 29日 ~1 月 3 日 lまご申l用いただけません。

0ナピダイヤルlま、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通信料金でご利問いただけます。
ただし、一般の固定電話以外(悌帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります.

or03-6700ー1165Jの常時番号におかけになる場合I立、通常の通話料金がかかります.
orOG70Jの最初のrOJを省節したり、市外局番をつけて間違いilmになっているケースが先生していますので、おかけ
問速いにはご注愈ください。

0月曜日など休日明けや、お佐織のお手元に泊知書が届いた直後(5回程度)は、情隠がつながりにくくなっております。
過の後半と月の後半は、つながりやすくなっておりますので、どうぞご利用ください.

日本年金機構ホームページに、「年金鯖求書J/::関するQ&Aを
18徹していますので、ご和'1mください。
また、年金に関する届け出、手続古来内などをごEまいただけます。

日本年金機構ホームページ
http:j jwww.nenkln.go.Jpj 

『ねA，t!A，ネットJIこ霊aーすると、年金の「振込通知書」などの各緬通知をご自宅のパソコンでilIU!でeます l
ご刺用費鍬は、 http://www，nenkln，gojp/rtJlet/にアヴセスしてください。

鮮しくは『ねんきんネットJで検索 阿石高司幽よ

16 
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平成 25年6月28日

事企情 2013-40

「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」

文書区分

高重要度 報告要 急緊

O 

相政

社労会士セ
J 

9 

〆 〆

の公布(情報提供)

本部 ブロッウ本部 事務セン告ー 年金事務所

宛先
各部

係部関 理部管 適徴郁

厚年 厚年

年国 年給 録&2 突合
喜適 適用探

謀徴収 記録課 霊室
G G 

全 議 厚年 G 。q G 義 厚年

O O 。O O O O 。O O O O O O O 。

穴
あ
け
チ
ェ
ッ
ク
用

旦並ニ盤量
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成 25年厚生労働省令第 88号)が平成 25年6月

28日に公布されましたので、お知らせするものです。

ポイント(肉容)

O 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成 25年厚生労働省令第 88号。以下「本改正

省令Jという。)が平成 25年6月 28日に公布され、厚生労働省大臣官房年金管理審議官から日本年

金機構理事長宛に通知されましたので、お知らせします。

O 本改正省令は、時に到達するまでの聞に受給する老齢厚生年金等 (以下吋前老齢厚生年金Jl' 
という。)と雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)による給付との併給網整について、併給調整の要

件に該当したときに 65歳前老齢厚生年金の受給権者が行うとされている届出の一部を省略するもの

です。

施行期日平成 25年 10月1日O 

今後の事務処理等につきましては、追って担当部からお知らせいたします。

17 

照会先
本部事業企画部事業企画G
担当米i華、谷山、霊園

連絡先
(代表)03-5344-1100 

(直通)--幽・)

詳細は別添資料を参照願います。

O 

※ 
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穴

あ
け
チ
了
ツ
ク
用

年管発 o6 2 8第 4号

平成 25年 6月 28日

日本年金機構理事長 殿

厚生労働省大臣官房年金管理審議官

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成 25年厚生労働省令

第 88号。以下「改正省令Jという。)が平成 25年 6月 28日に公布された

ので通知する。

改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただく

とともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

言己

第 1 改正省令の内容

(1)厚生年金保険法施行規則J(昭和 29年厚生省令第 37号)の一部改正

6 5歳未満の者に支給する老齢厚生年金と雇用保険法(昭和 49年法律

第 11 6号)による基本手当及び高年齢雇用継続給付との調整を行うため、

現行の厚生年金保険法施行規則第 33条第 1項及び第 3項では、 65歳未

満の老齢厚生年金の受給権者が①雇用保険法第 15条第 2項の規定による

求職の申込みをしたとき、又は②高年齢雇用継続給の支給を受けることが

できるようになったときは、支給停止事由該当届を提出しなければならな

いこと左されている。

これについて、①老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険被保険者番号を

記載した者及び②雇用保険被保険者番号を記載した支給停止事由該当届を

提出したことがある者については、当省職業安定局から提供を受けている

雇用保険法による給付に関する情報を活用することにより、老齢厚生年金

の調整に係る事務を行うことが可能であることから、当該支給停止事由該

当屈の提出を要しないものとしたこと。

-18ー



( 2 )その他の改正

①旧三共済 (JT、 JR、NTT) の組合員期間を有する 65歳未満の

者に支給する退職共済年金及び②|日農林共済の組合員期間を有する 65歳

未満の者に支給する退職共済年金であって、法令の規定により厚生年金保

険の管掌者たる政府が支給することとされているものについても、(1 )と

問機の改正を行うため、次の 2つの省令を改正したこと。

① 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成 9年厚生

省令第 31号)

② 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成 14年厚生労

働省令第 27号)

第 2 施行期日等

(1)施行期日

平成 25年 10月 1日から施行する。

( 2 )経過措置

施行期日前に生じた事由に基づく支給停止事由該当届の提出については、

なお従前の例によるものとしたこと。

-19ー
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官 (号外第 138号)報金曜日平成 25年 6月28日61 

-20 -

O
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
八
号

厚
生
年
金
保
険
法
(
昭
和
二
十
九
年
法
伸
第
百
十
五
号
}
第
九
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
年
金
保
険

法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
.

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十

八

日

厚

生

労

酪

大

臣

岡

村

置

久

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
一
条
厚
生
年
金
保
険
法
範
行
規
則
(
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
)
町
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

第
三
十
条
第

一
項
第
二
号
の
二
中
「
次
項
第
一
号
の
-
ご
の
下
に
「
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」

を
加
え
る
.

節
三
十
三
条
第
一
項
中

「老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
惜
者
」
を
『
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
催
者

(第
三
十
条
第
二
唄

の
請
求
書
に
属
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
織
し
て
い
な
い
者
に
限
る
J
」
に
改
め
、
「
さ
れ
て
い
る
と
き
」
の
下
に

「又
は
こ
の
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
扇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
曹
を
機
摘
に
提
出
し
た

こ
と
が
あ
る
と
き
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
」
を
「
老
齢

厚
生
年
金
の
受
給
権
者
(
第
三
一
+条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
較
し
て
い
な
い
者
に
限

る
.
ご
に
改
め
、
「
さ
れ
て
い
る
と
き
」
の
下
に

「又
は
第
一
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険

者
番
号
を
飽
較
し
た
届
曹
を
機
備
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
い
を
加
え
、
問
項
第
五
号
を
削
る
.

山川あ
け
ず
3

ツ
ク
問



穴
あ
け
チ
T
J

ツ
ク
用

62 (号外第 138号)

(
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の
一
部
改
正
)

第
二
条
厚
生
年
金
保
険
法
錨
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
(
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
二
中
寸
次
項
第
一
号
の
一
ご
の
下
に
「
並
び
に
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び

第
三
項
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
退
験
共
済
年
金
の
受
給
権
者
L

を
「
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
(
附
則
第
十
八

条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
J
」
に
、
「
厚
生
年
金
保
険
法
附
則

第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
附
則
第
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
項
」
を
「
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第

イ
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
附
則
第
十
二
条
の
八
の
三
第
一

項
又
は
第
四
項
L

に
改
め
、
「
古
れ
て
い
る
と
吉
』
の
下
に
「
又
は
こ
の
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
直
用
保

険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
曹
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
」
を
寸
退
域
共
済
年
金
の
受
給
権
者
(
附
則
第
十
八
条
第
一

項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
.
ご
に
、
「
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
十
一

条
の
六
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
.
附
則
第
二
十
八
条

に
お
い
て
「
平
成
六
年
改
正
法
い
と
い
う
J
附
則
第
二
十
六
条
第

一
項
L

を
「
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
古
れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
附
則
第
十
三
条
町
八
円
三
第

一
項
(
同
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
合
む
J
」
に
改
め
、
「
さ
れ
て
い
る
と
き
」
町
下
に
「
又
は
第
一
項
若
し
く
は
こ

の
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
寂
し
た
届
曹
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と

き
い
を
加
え
、
同
項
第
五
号
を
削
る
。

(
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
}

第
三
品
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号
}
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
以
下
」
を
「
次
項
第
二
号
並
び
に
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に

お
い
て
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
中

「退
段
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
」
を
「
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
(
附
則
第
十

四
条
第
一
項
の
請
求
書
に
窟
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
J

は
」
に
改
め
、
「
さ
れ
て
い

る
と
き
」
の
下
に

「又
は
こ
の
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
厨
書
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
」
を
加
え
、
同
演
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
退
職
共
済
年

金
の
受
給
権
者
は
」
を
「
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
(
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者

番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
J
は
」
に
改
め
、
「
さ
れ
て
い
る
と
吉
」
の
下
に
寸
又
は
第
一
項
若
し
く
は
こ
の

項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
屑
曹
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
吉
」

を
加
え
、
問
項
第
四
号
を
削
る
.

附

則

(
施
行
期
日
}

l

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
イ
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
.

(
経
過
措
置
)

2

こ
の
省
令
の
坦
註
削
に
生
じ
た
事
由
に
係
る
第
一
条
町
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三

十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
故
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
省
令
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施

行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
十
二
条
第

一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
周
出
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
.

報官金曜日平成 25年 6月28日
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。
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

(昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
)

改

正

案

(
裁
定
の
請
求
)

第
三
十
条
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二
(
賂
)

二
の
二

雇

用
保
険
法
施
行
規
則
(
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
)
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て

は
、
直
近
に
交
付
さ
れ
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
被
保
険

者
番
号
(
次
項
第

一
号
の
二
並
び
に
第
三
十
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て

「雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
」
と
い
う
。)

一-
一;
十

一

(
賂
)

2
1
ω

(略
)

(
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
)

第
三
十
三
条
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
(
第
三
十
条
第

一
項
の
請
求
書
に
雇
用

保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
)
は
、
法
附
則
第
十
一
条

の
五
又
は
第
十
三
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
附
則
第
七
条
の
囚
第

一

項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部

(抄
)

(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

現

行

(
裁
定
の
請
求
)

第
三
十
条
老
齢
帥
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
椅
求
書
を
、
機
構

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

(
略
)

二
の
二

鹿
用
保
険
法
施
行
規
則
{
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
)
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て

は
、
直
近
に
交
付
さ
れ
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
被
保
険

者
番
号
(
次
項
第

一
号
の
二
に
お
い
て
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
」
と
い
う
。
)

一ニ
1
十

一

(
路
)

2
1
m

(略
)

(
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
)

第
三
十
三
条
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
附
則
第
十

一
条
の
五
文
は
第
十

三
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
附
則
第
七
条
の
四
第

一
項
又
は
第
四
項

の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が

停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

穴
あ
け
チ
y
ツ
ク
用
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一八
あ
付
ず
工
ツ
ク
問

に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
こ
の
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
受
給
権
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
基
礎
年
金
番
号

三

老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

l
ド

四
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
者

に
あ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

(
削
る
)

前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
(
第
三
十
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保

険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
)
は
、
法
附
則
第
十

一
条
の
六
第

一

項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
)
若
し
く
は
第
十
三
条
の
六
第
四
項
(
同
条
第
八
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
又
は
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
)
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

法
第
三
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ

き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
第

一
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り

雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

受
給
権
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二

基
礎
年
金
番
号

2 3 

2 

受
給
権
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

基
礎
年
金
番
号

老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

l
ド

四
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
者

に
あ
っ
て
は
、

一一
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

五
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
年

月
日(

向
上
)

3 

老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
附
則
第
十

一
条
の
六
第

一
項
、
第
二
項
若

し
く
は
第
四
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)
若
し
く
は
第
十
三
条
の
六
第
四
項
(
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
)
又
は
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三

項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規

定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

受
給
権
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

基
礎
年
金
番
号

23ー



老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

l
ド

四
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
原
用
継
続
基
本
給
付
金
又
は
高
年
齢
再

就
職
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

(
削
る
)

4 

前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

l
ド

四
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
又
は
高
年
齢
再

就
職
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

王
初
め
て
支
給
を
受
け
た
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
文
は
高
年
齢
再
就
職

給
付
金
の
支
給
対
象
月
の
う
ち
当
該
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
最
初
の
支

給
対
象
年
月

(
向
上
)

4 

穴
あ
り
子
7

ツ
ク
問
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円八
あ
日
チ
主
ツ
ク

m

。
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
(
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
三
+
一
号
)
(
抄
)

(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

改

正

案

附

貝IJ

(
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
)

第
十
八
条
退
職
共
済
年
金
(
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政
府
、
か
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
に
つ
い
て
、
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二
(
賂
)

二
の
ご
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
(
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
一
号
)
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て

は
、
直
近
に
交
付
さ
れ
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
被
保
険

者
番
号
(
次
項
第

一
号
の
二
並
び
に
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に

お
い
て
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
」
と
い
う
。
)

一一一

1
十
二
(
賂
)

(
略
)

2
1
5
 

(
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
)

第
二
十
六
条
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
(
附
則
第
十
八
条
第

一
項
の
請
求
書
に

雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
)
は
、
平
成
八
年
改

現

行

附

員IJ

(
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
)

第
十
八
条
退
職
共
済
年
金
(
平
成
八
年
改
E
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
に
つ
い
て
、
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二
(
路
)

二
の
ニ
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
(
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
)
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て

は
、
直
近
に
交
付
さ
れ
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
被
保
険

者
番
号
(
次
項
第
一
号
の
こ
に
お
い
て
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
」
と
い
う
。
)

三
1
十
二
(
賂
)

(
略
)

ワ
h

，、，民
u

(
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
)

第
二
十
六
条
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
十
一
条

釧
到
叫
料
川
引
制
刷
利
引
剛
制
附
則
剣
剖
剣
州
剛
矧
↓
刻
刻
凶
剣
剛
刻
の
規
定
に
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正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
国
家
公
務

員
共
済
組
合
法
附
則
第
十
二
条
の
八
の
二
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
八
年
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
六
年
国

共
済
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が

停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
こ
の
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険

被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
受
給
権
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
基
礎
年
金
番
号

三
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

l
ド

四
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
者

に
あ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

(
削
る
)

前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
(
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険

被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
)
は
、
平
成
八
年
改

E
法
附
則

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
附
則
第
十
二
条
の
八
の
三
第
一
項
(
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
)
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す

2 3 

該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
八
年

改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十

六
年
国
共
済
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

第
七
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き

支
給
、
か
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2 

受
給
権
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

基
礎
年
金
番
号

退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
者

に
あ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

五
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
年

月
日(

同
上
)

3 

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
十
一
条
の
六
第
一

項
又
は
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
亙
す
る
法
律
(
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
。

附
則
第
二
十
八
条
に
お
い
て
「
平
成
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
)
附
則
第
二
十
六

条
第

一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も

の
と
さ
れ
た
平
成
十
六
年
国
共
済
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家

穴ーの
け
チ
工
ツ
ク
同
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穴
あ
吋
チ
ェ
ッ
ク
用

る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
六
年
国
共
済
改

E
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職

共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
第
一
項
若
し
く
は

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
受
給
権
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二

基
礎
年
金
番
号

三
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

l
ド

四
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

(
削
る
)

4 

前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済

年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

受
給
権
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

基
礎
年
金
番
号

退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

1
ド

四
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

五
初
め
て
支
給
を
受
け
た
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
又
は
高
年
齢
再
就
職

給
付
金
の
支
給
対
象
月
の
う
ち
当
該
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
最
初
の
支

給
対
象
年
月

(
同
上
)

4 
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。
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号
)
(
抄
)

(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

改

正

案

附

員IJ

(
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
)

第
十
四
条
退
職
共
済
年
金
(
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
)
に
つ
い
て
、

裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書

を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

(
略
)

二

雇

用
保
険
法
施
行
規
則
(
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
)
第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
直

近
に
交
付
さ
れ
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
番
号

(
次
項
第
二
号
並
び
に
附
則
第
二
十
二
条
第
一

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
雇

用
保
険
被
保
険
者
番
号
」
と
い
う
。
)

一一一1
九

(

賂

)

(
絡
)

2
1
6
 

(雇
用
保
険
法
に
よ
る
基
本
手
当
等
と
の
調
整
に
関
す
る
支
給
停
止
事
由
該
当
の

届
出
)

第
二
十
二
条
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
(附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
請
求
書
に

雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
)
は
、
廃
止
前
農
林

共
済
法
附
則
第
十
三
条
の
二
第

一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
核
当
す
る
に
至
っ
た

現

~T 

~ft 

員IJ

(
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
)

第
十
四
条
退
職
共
済
年
金

(
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
)
に
つ
い
て
、

裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書

を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

(
略
)

二
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
(
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
)
第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
直

近
に
交
付
さ
れ
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
番
号

(
以
下
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
」
と
い
う
。
)

一一1
九
(
略
)

(
賂
)

η
'
u
t
，no 

(雇
用
保
険
法
に
よ
る
基
本
手
当
等
と
の
調
整
に
関
す
る
支
給
停
止
事
由
該
当
の

届
出
)

第
二
十
二
条
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
十
三

条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
属
蓄
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

一八
あ
り
ず
ム
ツ
ク
川
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穴
あ
付
チ
ヱ

ツ
ク
問

と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年

度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険

制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令

に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
(
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
。
以

下

「平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
)
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退

職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
こ
の
項
若
し
く

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番

号
二

退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

l
ド

三
雇
用
保
険
法
(
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
)
第
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
番

号(
削
る
)

前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
(
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険

被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
)
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
附

則
第
十
三
条
の
三
第
一
項
(
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)

の
規
定
に
該
当
す
る
に
歪
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金

2 

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及

び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務

員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に

関
す
る
政
令
(
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
経
過

措
置
政
令
」
と
い
う
。
)
第
三
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保

険
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に

つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番

号
二
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

l
ド

三
雇
用
保
険
法
(
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
)
第
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
番

号
四
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
年

同
月
口
H

(
同
上
)

2 3 

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
十
三
条
の
三
第

一
項
(
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
十
六
年
経
過
措

置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
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保
険
法
第
三
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額

に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
第
一
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た

こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番

号
二
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

1
ド

三

雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

(
削
る
)

4 

前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番

号
二
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

l
ド

三
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

四
初
め
て
支
給
を
受
け
た
雇
用
保
険
法
に
規
定
に
よ
る
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本

給
付
金
又
は
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
の
支
給
対
象
月
の
う
ち
当
該
支
給
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
最
初
の
支
給
対
象
年
月

(向
上
)

4 

穴
あ
け
チ
了

ツ
ク
用

30ー



文書区分
平成25年 6月 28日

園年指 2013-229

給付指 2013-82
O 事務処理要領.Rv:a&Aにかかる照会については、別配照会先の他、以下町全国共有フォルゲに「照

会等整理韮」を格納しましたので、活用〈ださい。(原則として、照会いただいた翌古来日に岡田会等

監理韮にて白書します。〕

ー照会等艶理韮の格納先 w半*16国民年金部￥厚年法等改E法

毘
怠

主
盟

置

E
E高
一

O r公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金

保険法等の一部を改正する法律』にかかる事務処理要領等
(3号不建合包録対処部分) (指示・依頼)

本$.Iヲロック本宮市j 事務センター S手金事務"'.

組坦語高先 Eセンタl 社労会土 低保t会品 t 徳位保jづI 

〆〆

照会先

【適用、担軸に関すること1
本部国民年金部適用企画指導G

担当鈴木、杉山、山図〔茂).神山
連結先 ___C直通)

【年金結付に閲すること】

本部年金桔付部結村企画G

担当馬唱(書)、杉本、原原

本部年金給付部結付指導G
担当正木、宮川

連結先 ____  CI1i>li) 

-・・・・・・ Citl亜)

O 

旦旦ム血豆
公的年金制度目健全性Eび惜頼性の確慢のための厚生年金程険法等由一部を改正する法律(平成25年

法律第 63号.以下 T厚年法等改E法」という.)が平成 25年6月 26日に公布されたことに伴い、 3号

I I不整会肥録対処罰分にかかる事務処理要領及びQ&A等をお示しするものです.

w 
4 

I I孟4よl:.l自室L
O 厚年法等改正法のうち 3号不整合記録対処部分にかかる事務処理要領を別事1のとおり定めました

ので、本要領に基づき事務処忍を行ってください。また、 Q&Aを~IJ添 2 のとおり定めましたので輩務

由参考としてください.

O 平成 25年5月に事務説明金を実施した際にいただいた回全等のうち、法令に関係する照会に対する

回笹を別恐3のとおりお示し Lますので.業務の昏考として〈ださい。(その他の照会につきましては.

7月よ旬を目途に別途図書いたします。)

O 平成 25年7月1日において.時効消滅不登合期間となった期聞が草3号被保険者期間であるものと

して老齢基礎年金等を畳給している者(特定畳桔者)由不整合期間砲包情報畳録データペース(以下「不

登合肥録畳録DBJという。)への畳録時期l立、 8月上旬を予定しております。

その畳録方法及び時効消誠不整合期間にかかる特定期間該当届の不盛合記録畳録DBへの畳録方法

については.別途お示しします.

o 時効消誠不整合期間にかかる特定期間設当届畳理通知書Jについては. 7月上旬に本部から年金事

務所へ配付する予定です.

ヨミミ H'-:.J" ご~:S~>:;
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厚年法等改正法 (3号不整合記録対処部分)にかかる

事務処理要領(第 1版)

平成 25年 6月

日本年金機構国民年金部・年金給付部

← 沼、缶、ξ'-<引こ工，'S':>}

別添1
厚年法等改正法(第 3号不'lit合記録対処部分)にかかる事務処理要領(第 1版)

I 目的

国民年金の第3号被保険者から第 l号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出

が行われなかったために、第3号被保険者のままとなっている年金記録(以下 「不整合

記録Jといい、当該記録に関する期間を「不整合期間Jという。)の問題について、この

問題への対応策等が盛ワ込まれた公的年金制度の健全性及び信頼性の磁保のための厚生

年金保険法停の一部を改正する法律 (平成 25年法律第 63号.以下「厚年法等改正法j

という。)が平成 25年 6月26日に公布された.

厚年法等改正法により新E宣された国民年金法(昭和 34年法律第 141号。以下「法Jと

いう。)附則第9条の4の2の規定による不整合期聞の特例等が平成 25年 7月1日に施

行されることになるが、不整合記録に係る事務については、 rr公的年金制度の健全性及

び信頼性の砲保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律J等の施行に伴う事務

の取扱いについて1(厚生労働省年金応事業管理課長通知、平成 25年 6月 28日年官官発

0628第 7号)によるほか、次により取り扱う こと とする.

E 厚年法等改正法の概要

J!l.年法等改正法では、不li'i合記録問題を解決するために、以下の措置を講じることと

している.

l 時効消滅不整合期間の『特定期間」化(法附則第9条の4の 2)

厚年法等改正法の施行後は、記録の訂正がなされた時点において、保険料を徴収す

る柿利が時効によって消滅している不整合期間(以下「時効消滅不整合期間」という。)

について、厚生労働大臣に届出をすることができるようになり、当該届出(以下「特

定期間該当届Jという0)のあった期間については、 r特定期間」となるo (※) 

この特定期間については、届出のあった日以後、老齢基礎年金、陣容器礎年金及び

泣銭基謎年金停の受給要件を判定するに当たり、「年金額には反映しないが牢金の受給

資格期間として算入される期間j として扱われることになり、無年金となることを避

けることができる.

(※)厚年法等改正法の施行前に記録訂正された者 (以下「既訂正者Jという。)、施

行後に記録訂正される者(以下 「未訂正者Jという。)のいずれも届出をすること

ができる.
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《ポイン ト》

{特定期間について}

1 措置期間 平成 25年 7月 1日以後(恒久措置)

2 対象者 時効消滅不整合期間を有する被保険者又は被保険者ーであった喜一

3 対象期間 昭和 61年4月から平成 25年 6月までの期間にあ毛時効消滅不整合期間。

4 手続き 厚生労働大臣(日本年金機構)に対して届出を行う.

5 効 果①届出日以後、「年金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入さ

れる期間」として扱われることになる。

②老齢基礎年金の年金額には反映されない。

[特定期聞の届出が行われていない場合]

|3号 h<'肺 訴{ 醐抑 制問主: い号…近2年)!?:
~ --‘ーーーーーーーーー

記録訂正時に銀盤調の徴収時""が.. 立しているため‘ 施行日 不整会期間判甥¥ヤ//

保険:111内閣はできなL、0'老齢畠往年金の受鎗資絡期悶 押，，，".年7Jl18l :i!躍訂正 く/¥b

にも雰λされな1い)

[特定期聞の届出が行われた場合]

届出の効蝿 届出回以降‘盗事金額には反映し怠いが年金の'!t鉛

認格納聞として算入される縮問として扱われる.

「受同
| 3号 l 特定緩蹄 <<<:>>1，号未鞘(直近2年)IIあり|

... ...可zf
施行日 不整合期間判明 11 JJ 

押露呈.'<7月可聞 記録町正 ¥ミy

-2 -

2 特定期間に係る保険料の納付(特例追納) (法附則第9条の4の3)

平成 27年4月 1日から平成 30年 3月 31固までの問 (3年間)は、厚生労働大臣の

承認を受け、 Eの 1の届出(特定期間該当届)により特定期間とされた期間のうち、

保険料を納付する時点で 60歳以上の鵠企は、 50歳以上回歳未協の期間 (保険料を納

仲する時点で 60歳未満の抱合は、保険料を納付する時点から過去 10年以内の期間)

に係る保険料(以下「特定保険料Jという0) を納付(以下「特例追納Jという0)す

ることができる。(※)

納付された特定保険料は、老齢基礎年金の年金額に反映されることになり、老齢基

碕年金の受給者については、納付が行われた自の属する月の翌月から年金額が改定さ

れることになる。 (ただし、Eの30コ特例措置が適用される者については、特定保険料

納付期限日(平成 30年3月 31日)の属する月の翌月から年金額を改定する0)

(※)既訂正者、来訂正者のいずれも特例迫納をすることができる。

《ポイント》

{特例追納について〉

1 措置期間 平成 27年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの問 (3年間)

2 対象者 特定期間該当届を提出した後、特例追納について厚生労働大臣の承認を受

けた喜一

3 対象期間 特例追納は、以下の期間のうち、先に経過した月から順次行う.

①特例追納をする時点で 60歳以上の場合

特定期間のうち.50歳以上 60歳未満の期間

②特例追納をする時点で 60歳未満の場合

特例迫納をする時点から過去 10年以内の期間

4 手 続 き 厚生労働大臣(日本年金機構)に対して特例追納の申込を行う。

5 効 果①厚生労働大臣の承W，を受けた期間に係る特定保険料を納付することがで

きる.

②特定保険料の納付が行われた日に、保険料が納付されたものとみなす。

③納付された特定保険料は、老齢基礎年金の年金額に反映される.

@老齢l1i礎年金の受給者は、納付目の翌月から年金額が改定されるが、特例

追納開始日(平成 27年4月 1日)から l年を経過する自の属する月(平

成 28年 3月)までに特例追納による改定が行われた場合、その相額分は、

特例追納開始日から 1年を経過する自の属する月の翌々月(平成 28年 5

月)に支給されるo (Dの3の特例措置が適用される者については、特定

保険料納付期限自の属する月の翌月 (平成 30年4月)から年金額を改定

する。)

3 

←語、缶、ご H哨:::J: ~~'>}→
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[特例追納]

~豆互今!く 3棚田時限間 :>: 
企 1 1 ' 

施行日 特例追納 特定保険科

(平成 25年7R 1 8) 開始 納付期限日

[特例追納の対象となる期間]

13号 1，:，:<<<<絡掛頗 :ー :日韓軸 (直近2年)1 
、ー一一一一ー一一一一ー ，ー一一一一一一一一一ー~、

(!)60 '"臥よの者 50，"以上60:U帳簿の湖周

C!l60，"朱務の省終it1I温"をする時点から過去¥0年以肉の期間

↓ 
特定係機拘の納付の0込

↓ 
気配毘

↓ 
特定保験料の納付

ーヨ守、ミ」、43告!，->}

3 不整合期間に基づく老齢基礎年金等を受給している者への特例措配(法附則第9条

の 4 の 4 、法附~IJ ;P; 9条の4の 5)

厚年法等改正法の施行後に記録訂正がなされて、時効消滅不整合期間を有すること

となった喜一であって、施行日(平成 25年 7月 1日)において時効消滅不整合期間が保

険料納付済期間であるものとして老齢基Iil!年金停を受給している者(以下「特定受給

者Jという0) については、特定保険事十納付期限日(平成 30年 3月 31目)までの問、

その時効消滅不盤合期間は保険料納付済期間とみなされるため、従出Iの年金額が支給

されることになるが、特定保険料納付期限自の属する月の翌月(平成 30年 4月)以後

は、保険料(特定保険料を吉む)の納付実績に応じた年金額が支給されることになる

ため、特例追納しなかった場合又は特例追納が特定期間のうち一部の期間のみである

場合は、従前の年金額から減額されることになる.

減額後の年金額には、減額下限額(時効消滅不整合期間を保険料納付済期間として

-4 -

計算した老齢'"礎年金の額の 100分の 90に相当する額)を往けている.

《ポイント》

{特定受給者の年金について〉

1 措置期間施行自{平成 25年 7月 1日)から特定保険料納付期限日 (平成 30年 3月

31日)までの問

2 対象者施行日以後に記録の訂正がなされたことにより、時効消滅不整合期間となっ

た期間!を有する者であって、施行日時点で、時効消滅不盤合期間が保険料納

付済期間であるものとして老齢基礎年金停を受給している者

3 効 果①施行日から特定保険1制拘付期限固までは、従TiiTの年金額(時効消滅不整

合期間を保険料納付済期間として計算した年金額)が支給される.

②特定保険料納付期限自の属する月の翌月からは、保険料(特定保険料を

含む)の納付尖績に応じた年金額が支給される。ただし、従前の年金額

の 9割を保障する。

[特定受給者の牢金について]

(パターン1)訂正後年金額が訂正前年金額の9割以上のケース.

(パターン2)訂正後年金額が訂正前年金額の9割に満たないケース.

{彦事劾消誕不!l'合糊聞を保険将納付褒期間

として計算した緩}を支給

《平府軍25年ヲ月，臼〉

-5“ 

〈パターン1)

訂正後年金額 {特定保険栴納付期限目までの間に納付

した保険料に応じた額)を'>:Ii'

"悶下限銅

〈パターン2'
:n，，，食.. '"箇

訂立後年金額が減額下限舗に済たないと含

I立、滋領下限額(町立前年金額)(O. 9)を偲隊
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(1) r特定受給者Jに該当する者(法附則第9条の4の4)

施行日以後に法第 14糸町規定により記録した事項の訂正がなされたことにより、

時効消滅不整合期間を有することとなった者であって、施行日において、当該時効

消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして、老齢基礎年金

又は被用者年金各法に基づく老齢給付等・:を受けている者(これらの給付の全部に

つき支給が停止されている者を古む)が「特定受給者」となるo (別紙1を君主回)

t・"老齢基礎年金、老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金、退職共済年金など

( 2) r特定受給者」の年金額

① 特定保険料納付期限自の属する月までの老齢基礎年金符の特例

特定受給者白老齢器礎年金等については、特定保険料納付期限日(平成 30年 3

月 31日)の属する月までの問、時効消滅不整合期間が保険料納付済期間とみなさ

れる(法附則第9条の4の4)ため、従前の年金額が支給される.

② 特定保険料納付期限目白属する月の翌月以降の老齢若礎年金の年金額

特定保険料納付期限自の属する月の翌月以降の老齢基磁年金については、それ

までの保険料(特定保険料を宮む0)の納付実績に応じた年金額が支給される.

ただし、特定保険料納付期限日までの問に納付した保険料(特定保険料を古む0)

に応じた年金額が、時効消滅不艶合期間を保険事H拘付済期間とした拐合に算定さ

れる年金額に 0.9を乗じて得た金額(以下「減額下限額Jという。)に満たない場

合は、減額下限額に相当する額が支給されるo (法附則第9条0)4の 5)。

[表 11特定受給者の時効消滅不整合期間に係る保険料納付済期間みなし効果

①特定保険料納付期限目まで ②特定保険料納付期限日後

(平成 30年 3月 31日以前) (平成 30年4月 1日以降)

保険料抽付済期間とみなす. 時効消滅不整合期間

(特定期間該当届の提出がなされていれ

ぱ、「年金額には反映しないが年金の受給

資格期間として算入される期間J)

*保険料納付済期間みなしの規定なl-o

※老齢給付に限る.

6 
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[特定受給者の年金額のパターン]

7 特定保険料納付期限日までの聞の老齢活礎年金の額

特定保険料納付期限日の属する月分までは、従前の年金額が支給される.

《資絡記録>

3号期間

《総付記録》

隼金受給開始

跨効""ヨ慮不登含期間
{健康符納付表期間みなし) 3<号期間

記録釘豆後も保険拠納付E野m悶とみなされ
従前の年金額計算の/s砲とされる

て二「

60怠

イ 特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額(特

例追納を行わなかったケース1

それまでの納付実績に応じた年金額(以下「訂正後年金額j というo )が支

給される。なお、訂正後年金額が減額下限額に満たないときは、減額下限額と

される。

《資絡包餓惨 6oit 

| 3明間 | 時畑町齢期間 I3明間 | 
、一一一一一ーγー一一一一J
保険制納付書期間とみ怠す劾裂はな〈なる.

《飴付20>
IIE行自 包録町1E 特定保険別納付期限目

年金受給関噛
1 可，| 甜 日 軸 l l 町正後年金額・2・s

[従前の年金額

(* ~)法第 27 条及び括 28 条並びに附alJ i1l 9 品の 2及び第 9 晶の 2 の 2 並びに昭和 60 年改正

法附則第27条町規定を適用した場合における老齢基砲年企の額をいう.また、平成6

年改正法附則第27呆を適用した場合の老齢基礎年金も古まれる.

仲町訂正桂年金額が桔額下限額 (訂正前町記録に基づきlt算される老齢耳慣年金の組 (付

加年金、振替加草を除く o )に 0.9を梁じて符た額)Iこ満たない場合は拙額下限額とさ

れる。

ー 7-



ウ 特定保険料納付期限目白属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額

(特例追納を行ったケース)

[ケース 1 減額下限額〈訂正後年金額(特例追綿による地額分を含む

(以下、ケース2及びケース 3において閉じ))の場合]

分額納

自
=
遺

棚
=
欄

付
で
〈

納
』
l

純
一

醐
一

定
一

利
一 訂正後年金額

減額下限額
四割.. 圃}従前額保障 釘亙後匁金餌

[ケース2 減額下限額く訂正後年金額の場合]

特定保段将納付期限目

町足後年金額
III額下限額
(9都保障}(特例遺納2・.分}従前額保障

釘玄後.. 金額

。3
0> 

(※)特定期間の全ての期間について特例追納ができない場企が、このケ

ースに該当する.

[ケース3 減額下限額〉訂正後年金額の場合]

符定保険将納付期限自

従街頭像"

混在員下限緩

(9割保障)
9省略保障分 I 1 ， ， 訂正後年金蝿

〈特例道納泡箇分) I ~孟監主主主皇室亜

訂正後隼金額 I I 

(※)特例迫納分を反映した年金額が減額下限額に満たない混合は、特例

追納の効果がない.

(3 )訂正後の資格記録によっては老齢給付の受給資格期間を満たさない特定受給者の

取扱い

特定受給者は、特定保険料納付期限Eまでの問、時効消滅不整合期間は保険料納

付済期間とみなされる.

B 
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特定保険料納付期限日後は、特定期間該当届を提出することにより、時効消滅不

整合期間は f年金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入される期r.1J
として扱われる。

しかし、時効消滅不整合期間を除くと受給資格期間を満たさない特定受給者は、

特定保険料納付期限固までに特定期間該当届の提出がなければ、特定保険料納付期

限日で年金受給権を失うことになる。

このような無年金町発生を防止するために、特定保険料納付期限固までに特定期

間該当局の提出が必要である.

① 特定保険料制付期限固までに特定期間該当届を提出した場合

届出のま含果 届出回以降‘年金額には反映しないが年金知盛10資
箔期間として第二λされる期間として後われる.

|控室塑盟量豊里復宣 I h. I 
¥l 符定銀院斜噛付期限自

《資格記録3・

4忠康剥納付怒号期間 特定期間

【受信資格期間を讃たす1 【受総資格期間を来たす】

従前の年金掴 町正後年金額

(9割保障)

《給付包録》

②特定保険料納付期限日後に特定期間該当局を提出した忽合

届出の効果届出回以降、年金額には反映しないが匁金の畳1Oi'!
格期間として算入される期間として後われる.

特定.. 般利納付期限目
位差盟盟量当盟主 |

《資格記録~ 罷陵斜納付5奇期間
【受給資格期間苦涜たす】

1号未納期間

【''''質密MMを"たさない

特定期間

【量鎗糞絡期間苦JIIたす1

《給付記録3・ |…ト時十宣銅|

-9 -
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(4)時効消滅不整合期間を保険料納付済期間として計算した特別支給の老齢厚生年金

(特別支給の退職共済年金)を受給し、施行目前に 65歳到達により失格している

者の取扱い

施行目前に時効消滅不謹合期間を保険料納付済期間として計算した特別支給の老

齢厚生年金(特別支給の退職共済年金)を受けていた者のうち、施行日前に 65扱到

達により同年金が失権し、施行日において老齢厚生年金 (退職共済年金)又は老齢

基礎年金の減定が行われていない者(以下「施行目前 65歳失格者」という.)につ

いては、次のとおり取り扱うものとする。

《施行目前 65歳失権者》

原虫軍

基礎

特老厚

5長線

老齢厚生年童(来扱定)

老齢基礎年金 {来窓定)

①受給鑑を訂する年金(老齢、退職を支給事由とするものに限る)全てについて

換下げ申出を行った場合

施行日において時効消滅不盤合期間を保険料納付済期間として年金を受けてい

る者にならないため、特定受給者には該当しない。

② 受給植を有する年金(老齢、退職を支給事由とするものに疎る)のうち、いず

れか一つ以上の年金について 65設からの支給を請求した場合

施行日において時効消滅不整合期間を保険料納付済期間として年金を受けてい

る者になるため、特定受給者に該当する。

[7 老齢基礎年金 ・老齢厚生年金ともに65探知求の場合特定受給者]

..'芋 特老厚

基礎

‘'ト 掴"
老厚

.""濁泊慮不密会期聞を保険別納付費期間と
して僻.した隼禽領 訂軍司監匁金書E

(9割俣Jll

65" 施行包 巴竿ヨ 符2保段別総付期限自
.----::-:，-_...1 

"" 

ー 10

[老齢基礎年金の取扱い]

O 特定保険料納付期限目までの年金額

時効消滅不!!:'i合期聞を保険料納付済期間として計算した年金額が支給される.

O 特定保険料納付期限日後の年金額

それまでの保険料納付実絞(特定保険料の納付を吉む。)に応じた年金額が支給さ

れる (9割保障あり)。

【イ老齢基礎年金 65叡知求 ー老齢厚生年金総下げ申出の場合ー特定受給者】

厚年 特老厚

盤.，

[老齢基礎年金の取扱い]

上程7と閉じ.

時刻刻同様不夏合期聞を保険桝納付決期間と
して齢算した匁金箇

館下げ"'''釦

老厚

訂正後匁金厳
i旦皇皇.，

騎'"侯院"納付期恩巨

【ウ老齢基礎年金繰下げ申出ー老齢厚生年金 65歳筒求の場企ー特定受給者]

周及

厚年 | 特老厚 老厚

鰻下げ加算包
町正後 {鰻τげ加算翻

基礎 |附醐不霊会期間開酬刷 を含む〉匁金積
2時期間として計算Lた年宣橿 (9銅像Jll

a‘ 
65lt 範行自 官怠

特定嘩陸別納付期阻自

[老齢l;l;礎年金の取扱い]

O 繰下げ請求自の翌月から特定保険料納付期限固までの年金額

時効消滅不整合期間を保険科納付済期間として計算した年金額に繰下げ加算額を

加算した額が支給される.

O 特定保険料納付期限日後の年金額

それまでの保険料納付実絞(特定保険料の納付を含む.)に応じた年金額に繰下げ

加算額を加算した額が支給される (9由l保障あり).

-11 -
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【エ老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに繰下げ申出の場合一特定受給者にならない]

特老厚

- 6SC: E行自

企

贋羽R

盟rtfm.a:&If

老厚

繰下げ加算額

訂正後匁金額

t3;i;:fll重別納付期限目

[老齢基礎年金の取扱い]

O 繰下げ部求自の翌月から特定保険料胡付期限固までの年金額

それまでの保険料納付実績(特定保険料の納付を含む。)に応じた年金額に繰下げ

加算額を加算した額が支給される (9割保障なし)0

O 特定保険料納付期限日後の年金額

それまでの保険料納付実績(特定保険料の納付を含む。)に応じた年金額に繰下げ

加算額を加算した額が支給される (9割保障なし)。

[表 2J施行目前町議失櫨喜一について、施行日以後に老齢基礎年金老齢厚生年金

の裁定を行った拐合

老齢厚生年金の 65諸問求

請求方法 l 下げ申出

老齢基礎年金の間求方怯

日歳間求 | 繰下げ申出

ア特定畳結者

イ特定呈給者一

ウー特定受給者

エ特定畳給者にならない

③ 平成 14年4月 1日から平成 19年 3月31固までの問に老齢厚生年金の受給植が

発生した場合

老齢厚生年金の受給権が平成 14年4月 1日から平成 19年3月 31日までの問に

発生する施行目前iJ65歳失権者は、老齢厚生年金について繰下げ聞出の制度がない

ため、 65歳官官求を行う こととなる。

ヨ守、ξH 叫ご~~>} ー

老齢厚生年金の繰下げ申出制度が適用されない施行目前 65政失格者が、施行日

以後、老齢基磁年金及び老齢厚生年金について 65歳からの支給を筒求した場合は、

特定受給者に該当する.老齢基随年金を繰下げ申出し、老齢厚生年金のみ 65歳か

らの支給を錆求した場合も特定受給者に核当する。

12 -

I表3J施行目前 65歳失格者について、施行日以後に老齢yi礎年金・老齢厚生年金

の裁定を行った場合

宅跡厚生年金の 65協加求

間求方法 川事下げ制度なし

老齢基砲年金町宮古求方法

65命請求

ア特定受給者

練下げ申出

ウ特定畳拍者

@ 平成 14年 3月 31日までに老齢厚生年金の受給権が発生した場合

平成 14年 3月 31日までに老齢厚生年金の受給植が発生した者が繰下げ申出を

行う場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰下げEi'出を行うこととなる。

このような施行目前日歳失権者が、施行日以後、老齢基礎年金及び老齢厚生年

金について 65歳からの支給を筒求した拐合は、特定受給者に該当する.老齢yi礎

年金及び老齢厚生年金について練下げ申出を行った者は特定受給者に該当しない.

[表4];施行目前回収失格者について、施行日以後に老齢基礎年金 ・老齢厚生年金

の設定を行った場合

老齢厚生年金の 65探知求

訂?求方法 | 蹄下ず申出

老齢基砲年企の問求方法

目指請求

ア特定受給者

-13 -
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4 障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給している者ーの受給掲の特例(法附則第9条の

4の 6)

厚年法等改E法の施行日(平成 25年 7月 1日)以後に記録訂正がなされて、不整合

期間を有することとなった者であって、施行日において不整合期間が保険料納付済期

間であるものとして障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給している者については、不

整合期間を保険料胡付済期間とみなして受給権を維持する。

《ポイント》

〈陣容認礎年金及び遺族A-l置年金について)

1 措置期間施行日(平成 25年 7月 1日)以後(恒久措置)

2 対象者 施行日時点で、不整合期間が保険料納付済期間であるものとして障害基礎

年金、泣族基礎年金等を受給している者

3 効 果施行日以降も従前の年金額が支給される。

[障害基礎年金、遺族基礎年金等について1

施行自桂に記録が訂正されて不盤音燭聞を有することとなっても.当

訟期聞は保険料納付潰期間とみなされるため、畳給施l土決権しない

不整会明聞を3号期間として障害畠喧年金を畳鈴

障害基礎年金等

|3号同導: '1当唾昔潟~:d 3号

~ ~ .1 
初S8

施行日 不童会期間判明

〈平成 25匁7月1町 犯揖町正

14 -

5 記録の不整合の再発防止

①~2 号被保険者の被扶養配偶者でなくなった旨の情報を、事業主等を経由して日

本年金機構へ提出することを:控務化。

喧位康保険組合や共済組合から被扶養者符に関する情報を入手できるようにし、不

整合記録の発生防止に努める。

《ポイント》

(再発防止について)

1 措置期間①の措置公布の日から起算して 1年 E月を超えない範圏内において政令で

定める日以後(恒久措置)

②の借間平成 25年 7月 1日

2 対象者 第 2号被保険者の被扶袋配偶者でなくなった者

3 手続き ①第2号被保険者が勤務する事業主等を通じて、届出を行う。

②健康保険組合や共済組合から被扶養者等に関する情報を入手する。

4 効 果上記①及び②の情報に基づき、租別変更の届出勧奨を行った上で、種別変更

(職権によるものを含む)を行うことにより、不整合記録の発生を防止。

-15 -
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E 事務処理の概要(適用・収納関係)

1 不整合期聞の「特定期間」 化

(1)特定期間該当届の受理

被保険者又は被保険者であった者からの時効消滅不整合期間に関する届出につい

ては、特定期間該当届 (~IJ繋様式 1 r時効消滅不整合期間に係る特定期間政当届J)

を提出していただくことにより行うものとし、厚年法等改正法の施行自(平成 25

年 7月 1日)以後、租別変更処理により時効消滅不整合期間を有することとなった

場企は、特定期間該当届の提出を求め、提出があった場企は、以下の処理を行う。

なお、特定期間該当届の管理(下記 (4)の不整合記録霊録DBへの登録等)は

現住所地を官給する年金事務所とするので、官事Z外の年金事務所において届出を受

理した混合は、~臨の年金事務所に回送すること.

なお、時効消滅不!ri合期間を有するにもかかわらず、特定期間該当局の提出を行

わない者に対しては、①将来、年金(老齢、障害、遺族)が受給できないケースも

あり得ること、②特定期間該当届を提出しないと特例追納ができず、将来の老齢年

金の金額が少なくなること等を説明した上で、下記(6) により記録訂正liJ:1ti砲認

システムへ登録すること.

① 特定期間該当届の受理

時効消滅不整合期間を有する者から、特定期間該当届の提出があった場合は、

届出者及び日本年金機構(年金事務所)において把握できた全ての時効消滋不整

合期間が記載されていることを砲認した上で、特定期間該当局を受理する.

②制度の 説明

特定期間該当届を受理する際には、以下の点を説明した上で、説明を受けたこ

との肱認容(別添様式2-1 (特定受給者用)、 2-2 (既訂正受給者用)、 2-

3 (受給者以外用))の提出を受けること(届出者が提出を拒否された場合は、説

明済であることや提出を拒否された旨の事蹟を残しておくこと0)0 

ア 特定期間該当届には、届出者に破認した上で、把握できた全ての時効消滅

不整合期間を記入すること.

イ 特定期間該当届の提出日以降、時効消滅不整合期間は特定期間となり、年

金の受給要件を判断する際に、年金額には反映しないが年金の受給資格期間

として算入される期間として取り扱われること。

ウ 特定期間該当届を提出した後、上記アで記入した時効消滅不整合期間以外

の期間が判明した場合は、その都度、届出が必要であること。

ヱ 上記ウの場合、年金の受給権の発生時期が遅れるなどの不利益が生じる可

能性があること。

オ特定期間については、特定保険料を納付することが可能であること.また、

特定保険料を納{十するためには、 ~IJ途、申込が必要であること。

-16 -

(2 )受付進捗管理システムへの!f録

特定期間該当届(届容コード 5641)を受理した場合は、受付印を押印する

とともにパーコードシールを貼付すること。

また、受付進捗管理システムの新規受付登録を行い、受付進捗管理システムへ登

録すること。

新規登録後、下記(5 )の通知が完了した場合は、通知年月日を完了年月日とし

て笠録すること.

(3)特定期間該当届の審査

特定期間該当届を受理した後、時効消滅不整合期間符の内容の胤t認を行った結果、

届出内容に不備等がなければ、届出に係る期間を特泡割問として取。扱うこととする

が、この場合の具体的な事務処理は以下によること。

また、届出内容に不備があれば、返戻を行い、訂正していただくこと.

なお、時効消滅不整合期聞の内容の確認については、「第3号被保険者不整合記録を

有寸る喜一に係る稲田IJ変更処理事務処理要領の改訂等(指示 ・依頼) (平成23年 11月

24日付 [国年指 2011-411J)JのEの r2 年金事務所における種目j変更等の事務処

舶の判定基準を参考に磁認・処理すること.

①不!ri合記録登録DBに笠録されている者

特定期間該当届を提出した者が第3号被保険者に係る不整合期間施認情報登録

データベース(以下「不整合記録登録DBJ という0)に笠録されている場合は、

当該不整合記録登録DBに登録されている時効消滅不整合期間を施認のうえ、特

定期間として取扱うこと.

② 不整合記録登録DBに登録されていない喜一

特定期間該当届を提出した者が不盤合記録登録DBに登録されていない場合は、

WMで本人の被保険者記録及び配偶者に係る被保険者記録を硲認したうえで、不

整合期間を特定し、そのうち時効消滅不整合期間について特定期間として取り扱

い、下記 (4)により木建合記録登録DBに新規笠録すること。

③ 上記①及び②の特定期聞の砲認に当たっては、併せて以下町砥認も行 うこと.

W Mから制度一国民年金、国会区分-45画面(以下「処理年月日砲認画面」と

いう。)に資格毎の処理年月日が表示されるため、時効消滅不整合期間等を硲認す

ること。

ただし、処理年月日碗認画面については、訂正 ・取消処理を行った際には処理

目が更新されてしまうため、照会区分-12函面にて訂正・取消記録がないか併せ

て砲認を行うこと。

③特定期間該当届の提出者より新たな不整合期間に係る申立てがあった拐合又は

上記①から③の過程で新たな不!ri合期間を磁認した場合は、被保険者種別変更届、

-17 -
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特定期間該当届符の提出を受け付け、記録の訂正を行うこと。

ただし、特声普給者については‘特定保険料納付期限日までは従前の年金額(時

効消滅不整合期間を保険料納付済期間として計算した年金額)が支給されること

になるため、新たな草草荷期間に係る申立てがあった場骨文は上l!e⑦からめの過

程で号事合期間を確認し世場舎であっても‘オンラインシステムのうち適用・血

舶に悶ずるシステム[以下「オンラインシステム f適用・血抽) " いう"Iが改

修きれる主での聞は、以下の処揮彩行弓と""(孜買の注滋照)

7 不整合期間を訂正したいとの申立てがあった場企又は上記①カら③の過程

で不整合期間を硲認した場合であっても、オンラインシステム(適用・収納}

上の不捗合但録の1!T:iEは粁わない{過去2年以内の不事合期聞を除<>。こ

の場合、被保険宕租別変更届、特定期間該当届等の提出を受け付けたうえで、

下記イ以降の処理を行うこと。

また、内容を審査したうえで、下記(5)の通知書を作成すること。

イ 被保険者組別変更届等に係る不整合記録登録DBへの登録

被保険者組別変更届等の入力 ・管理はオンラインyステム(適用・収納)

の開発が完了するまでの当分の聞は、不整合記録笠録DBにより入力・管理

を行うため、審査が終了した場合は、以下の事項を当該不整合記録建録DB

の録作手順番により笠録すること.

また、登録に当たっては、担当li!l!長の決殺を受けること。

被保険者組別変更届等の届出年月日

届出期間の始期及び終期

統一事務所コー ド

ウ 記録訂正事蹟碓~yステムへの笠録

上記イの不盤合記録登録DBへの登録に加え、被保険者組別変更届句に係

る届出後の照会対応平年金成定処理に対応するため、オンラインシステム(適

用・収納)の開発が完了するまでの当分の間は、記録訂正$蹟確認システムの

操作利用手順舎により、当該システムの備考欄に以下の事項を登録すること.

なお、被保険者種別変更届句に係る記録訂正理由コードは r37Jとする.

被保険者種別変更届等の届出年月日

〈入力例:(届出年月日) 種変 H25. S. 1) 

エ被保険喜租別変更届等の管理

当該届出等については、後目、他の処点に特定期間該当局の提出があった

場合、下記 (8)の②により当該拠点から届出等の写しの回付依頼があるた

め、回付事務が適切に行えるように、整理し保管しておくこと.
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{注〕オンラインシステムの開発が完了するまでの間の対応について

l 記録の訂正の取扱い

特定受給者・については、前記Eの3のポイント 〈特定受給者の年金について〉のとお

り、特定保険料納付期限固までの問は、従前の年金額(時効消滋不登合期間を保険料納

付済期間として計算した年金額)がお孟されることとなっている・ この齢、特定受給 |

者とは、施行日以後において、記録の訂正(第3号敏保険者から第1号被保険者への種

~IJ変更匂)がなされることが前提となる.

一方、厚年法等改正法とオンラインシステム(適用 ・収納)の関係については、所要

のシステム開発を符たず、厚年法等改正法の施行が予定されている.

このため、特定霊待者のオンライン記録を訂正すると当例えばョ 65命誕室を行2.Ja

合ョ翠ti.のオンラインシステム〔適且:JZ遡]の生盆み上通1ITiE訟のmにl&づ=盤い

笠金主自主茎盆するこ主となるためョオンラインシステム{滴用 ・収抑}の胴差がzrrす

るまでの固はョオンラインE録の訂正は行わず3 不型軽含配録~録DBへ訂E径の記録{時

効消滅不整合期図iを按録することによって記録の訂正とb 星空法君主改正法上の特定

受給者とする取扱いとなる内

また、当該不盤合記録登録DBへ訂正後の記録を登録することにより特定受給者とす

ることは、届出に墨づかない記録訂正(職植による記録訂正)となる.

なお、当核不整合記録笠録DBへ訂正後の但録(時効消滅不整合期間)を笠録した後、

ご本人から、第3号彼保険者該当届(年金砥保支援法用)等の提出があり 、訂正後の記

録の全部又は一部が第3号被保険者である事実の磁認ができた場合は、当該届出及び第

3号被保険者である事実にa1iづき、当該不整合記録登録DBに登録した時効消滅不笠合

期間の始期文は終期を訂ますることとする。

2 不整合毘録登録DBへの笠録について

不盤合記録登録DBへの笠録については、本部においてオンライン記録から対象者を

抽出の うえ、対象者データを年金事務所に配布し、各年金事務所において当該DBへ笠

録する干定としており、その詳細は別途お示しする。

3 記録の訂正のお知らせについて

上犯 2において歪盤含箪盤盆鐙DBへ3!録した章にかかる翠録の訂正のお担長せに

ついてはs 別塗予~している 「特定期国務当席 l の届出勧翠時に併せてお知らせする予

室であり、その詳細は別途お知らせする.

4 当該取扱いの周知について

オンラインシステム (適用・ 収納)の開発が完了するまでの問は、特定受給者にかか

るねんきんネット等のre録の表示については、訂正前の記録が表示されることとなる。

このため、機構のHP等によ り注意喚起を図り、また、職場研修符により職貝に対す

る周知を図るものとする.
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⑤海外在住期間がある場合

特定期間該当届の提出の際に、海外在住期間についての申立があった場冷は、

当該期間は時効消滅不整合期間(特定期間)から除外し、必要に応じて住民票、

パスポート等により弛認すること。

この場合、当該期間が不整合記録登録DBの時効消滅不整合期間となっている

場合は、当該時効消滅不!Ir!合期間を補正すること。

⑥ 平成3年 3月以前に学生であった期間がある場合

特定期間該当届の提出の際に、学生であった期間についての申立があった場合

は、当該期間は時効消滅不整合期間(特定期間)から除外し、必要に応じて在学

証明書等により磁認すること.この場合、当該期聞が不整合記録笠録DBの時効

消滅不豊富合期間となっている場合は、当核時効消滅不整合期間を補正すること.

⑦ 60歳tliJに老齢給付を受けることができた期間がある場合

特定期間該当届の提出の際に、 60歳前に老齢給付を受けることができた期聞

の申立があった場合は、当該期間は時効消滅不整合期間(特定期間)から除外し、

必要に応じて年金証書等により敵認すること. 

この場合、当該期聞が不整合記録笠録DBの時効消滅不整合期間となっている

忽合は、当該時効消滅不盤合期間を補正すること。

(4)特定期間該当届に係る不整合記録登録DBへの登録

特定期間該当届の入力・管理は、オンラインシステム(適用 ・収納)の開発が完

了するまでの聞は、不投合記録登録DBにより入力・管理を行うため、審査が終了

した場合は、以下の事項を当日京不'!i'!合記録登録DBの操作手順書により登録するこ

と。

また.登録に当たっては、担当課長の決殺を受けること.

・特定期間該当届の届出年月日

-時効消滅不'!i'!合期間(特定期間)の始期及び終期

-特定期間に係る通知舎の作成年月日

-統一事務所コー ド

なお、特定期間該当届を提出した者が、不整合記録登録DBに援録されていない

場合は、当該不整合記録笠録DBに上記の事項を登録すること.

(注 1)オンラインシステム(適用ー収納)の開発が完了した時点で、不整合記録

登録DBに登録された特定期間符のデータをオンラインシステム(適用・収

納)に移行することとなるため、不整合記録登録DBへの笠録に当たっては、

入カ漏れ・入力誤り停がないよう、砲実に破認を行うこと。

(注2)年金受給者も登録すること。
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(5)特定期間該当届の受理通知

上記 (4)により時効消滅不整合期間を特定期間として主主録した場合、特定期間

該当届の提出者に対し、以下の事項について、年金事務所において「時効消滅不整

合期間に係る特定期間該当届受理通知書 (~II添様式 3 ，以下「受理通知;!)J という，)J 

を作成し、通知すること.

0 特定期間該当届を受理したこと

②特定期間の始期及び終期

③ 受理通知舎に記t書された期間については、特定期間となり、年金の受給要

件を判断する際、年金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入さ

れる期間として取り扱われること

@ 特例追納可能期間の範囲

③ 特例追納と後納制度による保険料納付の優先順序は、後納制度による保険

料納付が優先すること

(6 )記録訂正事蹟施認システムへの登録

特定期間該当届を提出した後の回会対応や年金設定処理に対応するため、特定期

間該当屈に係るオンラインシステム (適用 ー収納)の開発が完了するまでの聞は、

記録訂正事政権認システムの挽作利用手順舎により、当該システムの仰考欄に以下

の事項を笠録すること(特定期間該当届に係る記録訂正理由コードはr37Jとする。)。
①特定期間

〈入力例 (特定期間 H1S.5-HI9. 5) 

② 特定期間該当局の届出年月日

〈入力例 (届出年月日) 特定届 H25. S. 1) 

なお、上記(1)における特定期間該当届の提出がない場合には、以下の事項を

笠録することa

①時効消滅不整合期間

{入力例 (時効期間 H19.5-H20. 5) 

②制度説明、特定期間該当届の提出の有無

(入力例 制度説明済。特定期間該当届の提出なし。〉

また、上記 (3)@)における特定受給者については、以下の事項を笠録すること。

①特定期間

{入力例ー(特定期間 HI7.5-HI8.5)

②制度説明、特定期間該当届の提出の有蛙、届出年月日

{入力例制度説明済。特定受給者。特定期間該当届の提出あれ特定届 H 

25. S. 1) 

(7)年金の殺定請求者に対する対応
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保険料納げ寸務期間、保険料免除期間及び合算対集期間によって年金受給格が発生

しない場合で、給付担当課から特定期間該当届の提出に関する硫認依頼があったと

きは、記録訂正事政砧認γ ステムを硫認して、放のとおり処理する.

①特定期間該当届の届出がされている場合

当該届出の写しを回付。

なお、特定期間該当届を管理する年金事務所(以下「管理年金事務所JというJ
が他艶点の場合は、国民年金担当課において、記録訂正事瞭砿認システムから該

当者の記録事院の履歴を印字し、給付担当課において、管理年金事務所に回付依

頼を行う。

② 特定期間該当届の届出がされていない場合

時効消滅不控合期間の有揮の碗認を上記 (3)の②及び③に準じて行うこと.

③ 他の年金事務所から届出の回付依頼があった場合

特定期間該当局を管理している担当限は、依頼元へ当該届出を PDF化したう

えで、イントラネットメーんにより送付すること。

(8)特定受給者に対する対応

① 特定受給者について上記(3)の@のアの対応(被保険者種別変更局等を受理

したが、オンライン記録の訂正を行わない対応)を行った場合で、後目、特定期

間該当届の提出があった場合は、記録訂正事蹟植認システムにより、被保険者租

別変更届等の受理の宥無を砲認し、以下の対応を行うこと.

7 上記(3)の@のアの対応を行った拠点と特定期間該当届を受理した処点が

同ーの場合

不整合記録登録DBへの笠録内容を磁認のうえ処理を行うこと。

イ 上記 (3)の⑥のアの対応を行った拠点と特定期間該当届を受理した拠点が

貝なる場合

記録訂正さp:蹟孤認システムから政当者の記録事蹟の履歴を印字して、被保険

者種別変更届符の受理を行った拠点に対して、当該届出の写しについて回付依

頼を行弘

ウ 他の拠点から届出等の回付依籾があった場合

被保険者租別変更届等を管理している担当課は、依頼元へ当該届出を PDF

化したうえで、イントラネットメーノレにより送イ寸すること。

② 障害給付の挽定部求があった混合

不整合記録登録DBに登録しである時効消滅不笠合期聞の砿認が必要となるた

め、時効消滅不'!:l合期間について上記①の対応と同様の流れで処理を行うこと。

この場合、イントラネットメールにより送付する内容は、不整合記録登録DB

に笠録してある時効消滅不登合期間の該当箇所である。

( 9 )特定期間該当届の処理件数の確認

-22-

不整合記録登録DBへの盛録件数の碕認を行うことを目的に、日放及び月次によ

り、受付進捗管理システムへ笠録した件数(処理済件数)と不盤合記録笠録DBへ

登録した件数(通知舎作成件数)が致していることを、 ~rJ百E様式4 により砲認す

ること.

また、確認した場合は、担当課長まで決裁を受けること。

(10)特定期間該当届の届出勧奨

今後、本部において、時効消滅不整合期間を有する者(年金受給者を含む)をシ

ステム抽出し、特定期間該当届の届出勧奨(年金受給者を古む)を実施することを

予定(初回は、平成26年4月を予定、以後、未届者に対して複数回実施予定。)し

ているが、その詳細については別途述絡する。

なお、各年金事務所において、不整合記録の整備に過程において、特定期間該当

届を提出することにより、年金の受給権が発生する者ーを把怨している場合は、上記

の届出勧奨を待たずに、個別に特定期間政当届の届出勧奨を行う こと.

2 特例追納について

特例追納の実施時期については、平成 27年4月 1日から平成 30年 3月 31目までの

問 (3年間)を干定しており、その詳細は別途連絡するが、特定期間該当局の提出が

あった者に対して、以下の内容を説明すること。

(1)特定保険料の納付について

① 特定保険料を納付(特例追納)する場合には、別途申込が必要となること.

② 特定保険料は平成 27年4月 1日から納付できる予定であり、申込(事前受付)

は平成 27年 2月 1日からの予定であること。

③特定保険料は、原則、納付しようとする月の当時の保険料に 定の金額が加算

された額となること.

③特定保険料は、年度が変わると加算額が変更となること。

主主 ③と@については、免除期間に係る追納制度、後納制度と同様(ただし、特

定保険料を納付する月が 10年より前の場企には、 10年以内の期間の保険料に

一定の金額を加算した額のうち最も高い額が特定保険料の額になる。)。

⑤ 特定保険料と後納制度による後納保険料との優先順序については、後納保険料

が優先されることとなること.

(2)将来の年金について

①特定期間について、特定保険料を約めると、将来の老齢年金の額が噌額となる.

ただし、特定畳給者については、言r:iE前年令部の9割の年<1>額泊三保院されるた

め、特例追納して弘、年令書Eに反映しないケース(不特告期間が長期間であるケ

-23 
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I参考 1 被保険者等に係る特定期間駁当居に関する当面の主な事務処理由流れ]

O 不整合期間のお知らせ(租別変更届の届出勧奨)

①古河f時期平成 23年 11月~

対 象者過去2年以内に不投合期間を有する被保険者符

②送付時矧平成 24年 11月~

対朱者上記①の対象者のうち、 2年以上遡及して不整

合期間を有する者

③送付時矧平成 25年 5月-6月

対象者上記①、②を除く、過去2年以上遡及して不整

合期間を有する被保険者等

G 
租別変更届に韮づく租別変更 (3号

職権による種別変更 (3号→ l号)

厚
年
法
等
改
正
法
施
行
前
の
対
応
(
対
応
済
)

ースなど(下図参照))があるため、ぞのような者から相肢があった現ぷ刊こは、特

tF保険料の納付の抽果について、+砕に溜明するこ!-【

②厚年法侍改正法の施行日(平成 25年 7月 1日)前に不些合記録が訂正され、施

行日において、正しし年金額で年金を受けている者 ωl下 「既訂正受給者Jとい

う。)が、平成 28年 2月 29日までに特例追納した場合は、その的額分は平成 28

年5月の支払いにおいてまとめて支給され(年金額は特例追納の翌月から改定さ

れる。)、平成 28年 3月 1日以降に特例追納した場合l士、特例追納した月の翌月に

改定された年金額の泊額分は、原則どおり、その月分の年金が支払われるときに

支給されることになること。

@ 特定受給者については、特定保険J引制寸期限日の属する月の翌月(平成 30年 4

月)以降、保険料納付(特定保険料の納付も古む。)Iこ応じた年金額が支給される

こと。

1号)O 

O 

"“  . .Q..目
、 厚年法可改正法の施行 (25年 7月 l日)

政府広滞等による制度周知

G 
|0特定期臨当届の制(臥拍

G 

町立後年金額が減額下限額に満たないと舎

は、滋額下限!!l'釘主前年金額xO.9)を俣個

特定保院科納付期限目までは町正前年金額

〈時効il:'l滋不登合期間を保険絡納付書期間

とLて肝.nした額}を支飴

くJ

O 

O 受付・審査

O 受付進捗管理システムへの登録(届舎の進捗管理等)

O 不整合記録登録DBへの登録(特定期聞の管理等)

O 記録訂正事政確認システムへの登録(特定期間に係る回会

対応等)

厚
年
法
等
改
正
法
施
行
後
の
対
応

.. 箇下限翻

特例温納後年金銅

釘正後匁企図

，1l
l
J
ぺ
t
i
l
l

、

の個金年前亙

翻

訂

g

よ註
よh

符例;a納できる期間，.限られているため、不

塁合期聞がJO期間のケースなど、符例;a納し

でも滅趨下限額(訂正前年金m!:xO.9)を下回

るケスがある.

特定保険料

納付期限日

E揖町正畳轄権発生日 施行日

〈平蔵25年7"'日)

O 
G 

特定期間該当届受理通知舎の作成

時効消滅不整合期間→特定期間(年金額には反映しないが

年金の受給資格期間として算入され

る期間)

(3)特例追納対象者に対する申出個別勧奨

特定期間該当届を提出した者を機械的に抽出し、特例追納の申出勧奨を行うこと

としている。(初回は、平成27年 1月を予定。以後、取し出をしていない者に対し

て複数回の勧奨を予定)
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[参考2 各種システム等への入力内容一覧I

システム・ DB 区分 届;!)符 入力内容等

受付進捗管理シスア
全ての者 特定期間該当届

パーコー ド貼付帯

ム 新規受付登録符

①特定期間該当届の届出年月日

② 時効消滅不整合期間(特定期

全ての者 特定期間抜当届
問〕の始期及び終期

③ 特定期間に係る通知書の作成

不整合記録登録DB
年月日

@統一事務所コード

①被保険者組問j変更届符の届出

特定受給者
被保険者租別変 年月日

更届符 ② 届出期間の始期及び終期

③統一事務所コード

特定受給者
特定期間該当届

①特定期間の期間

以外 ②特定期間該当届の届出年月日

特定期間該 ①時効消滅不整会期間の期間

当届を提出 ②制度説明、特定期間該当屈の

記録訂正事蹟磁認シ しない者 提出の有無

ステム ①特定期間の期間

特定受給者
特定期間該当届 ②制度説明、特定期間核当届の

提出の有軒、届出年月日

被保険者組s1l変 ①被保険者種別変更届符の届出

吏届守F 年月日

[参考 3 第 3号不整合記録問題にかかる記録の守理方法について(イメージ図)J 
別紙4を参照。
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W 事務処理の概要(年金給付関係)

1 時効消滅不豊富合期間を有する者の老齢給付に関する新規銭定

保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間によって年金受給権が発生L

ない者については、特定期聞を合算して受給資格期聞の砥認を行わなければならない

ため、特定期間該当届の提出の宥無、時効消誠不整合期間の施認等を行ったうえで、

受給資格期間の砲認を行う。

また、施行日からオンラインシステムのうち年金給付に関するシステム(以下「オ

ンラインシステム(年金給付)Jという。)が改修されるまでの問は、オンラインシス

テム(年金給付)において、特定期間を取り込んで裁定を行うことができないため、

特定期間を合算して新規段定する場合は、作成原因を r02J とし、支給権発生年月及

び該当条文コー ドを入力する級定処理(以下 r02裁定」という。)を行うこととなる。

[事務処理フロー図Js1l紙 2-1参照

(1)第3号被保険者期間の'!:t合性の蹴認

第 3号被保険者期間の'll'l合性の雌認を行った結果、未訂正の不整合朔聞が判明し

た際には、前記ill(事務処理の概要(適用 ー収納関係))の 1 (3) @)により当該不

整合期間に係る記録訂正を行う.

ただし、特定受給者(時効消滅不整合期間の判明により特定受給者に核当する者

を含む0)については、オンラインシステム(適用・収納)上の記録訂正を行わず、

前記ill (事務処理の概要(適用 収納関係))の 1 (3) @)により対応する.

(2 )受給資格期間の孤児、

①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間によって年金受給植が発

生する招合

保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して受給資格期間

を満たすときは、特定期間の有無に関わらず、業務処理マニュアノレ(年金給付)

に基づき処理を行う。

②保険料納付済期間、保険料免除期間及び告訴対象期間によって年金受給掘が発

生しない場合

保F険料綿付務期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算しても受給資格期

間を甜iたさない場合であっても、特定期間を含めれば年金受給権が発生する場合

があるので、特定期聞の磁認を行う。

ア 特定期間該当局の提出の有睡の砲認

特定期間の硝認は、特定期間該当届の写し及び受理通知芯の控えの写し(以

-27 -
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下「特定期間該当届等の写し」という。)によって行うので、国民年金担当課に

特定期間該当届の提出の有揮を砲認する。特定期間該当届の提出が蹴認できた

場合は、特定期間該当届符の写しの回付を受け、特定期間を含めて受給資格期

間の硫認を行うこと.

なお、回付を受けた特定期間該当届等の写しは年金筋求書に添付すること。

[表5J特定期間該当届等の写しの回付依頼の流れ

特定期間該当屈を管理している年金事務所(管理年金事務所)

殺定官官求を受付した年金事務所 裁定1m求を受付した拠点、以外の年金事務所

(事務センターが年金目>l池を笠付した~Oを古む)

国民年金担当課に特定期間骸 国民年金担当J::llに特定期間該当届符の写し

当届等の写しの回付の依頼を行 の回付の依頼を行う.

フ。 ↓ 

↓ 記録訂正取殴確認システムに登録されてい

回付を受けた特定期間該当届 る該当者の記録事蹟の履歴を印字したものの

等の写しを年金請求書に添付す 回付を受ける。(管理年金事務所が判明する0)

る。

管理年金事務所に対し、被保険者記録郁正

依頼 ー回答票兼補正処理票叫を起哀し、決裁

のうえ、イントラネットメーノレにより、年金

事務所特殊メーノレアドレス宛特定期間該当届

等の写しの回付依頼を行う. .，・e

回付を受けた特定期間該当届等の写し (p

DF)を印字した紙を年金筋求書に添付する。

/ ¥ 

イ 時効消滅不整合期聞の碗認

国民年金担当課から特定期間該当届が提出されていないとの田容があった場

-28 

告は、国民年金担当課に時効消滅不受合期聞の有無の確認を依頼するなど、特

定期間の踊れがないように十分に砥認を行うこと.

ウ受給資格期間の再孤a
回付された特定期間該当届の写し符で特定期間を磁認したうえで、特定期間

を含めて受給資格期間を砲認すること。

特定期間を古めても受給権が発生しない拐合は、国民年金担当課に時効消滅

不艶合期間の有無についての再硲認を依頼するなど、特定期間の漏れがないよ

うに+分に随認を行う こと.

( 3)特定期間該当届の受付

上記 (2)②イによる砥認の結果、時効消滅不整合期間が判明した者については、

特定期間に関する説明を行ったうえで、特定期間該当届を提出するよう勧奨する.

(¥前記ill (事務処理由概要(適用・収納関係))の 1 (3) @)を参照)

特に、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算しても受給資

格期間を満たさない者のうち、特定期間を合算することにより受給権が発生する者

については、必ず特定期間該当届を受付すること。

特定期間該当届を受付した後i士、国民年金担当限に回付すること.

(4)特定期間を含める と年金受給権が発生する者の新規扱定処理

(施行日からオンラインシステム(年金給付)が改修されるまでの聞の取扱い)

上記 (2)②により特定期間を含めると年金受給権が発生する者に係る裁定は、

作成原因を r02Jとし、受給格発生年月及び該当条文コードを入力する 02W:定で行

うこと。特定期間該当届を提出したことによワ受給植が発生した場合、受給権発生

年月は、特定期間該当届を提出した日の属する年月を入力する。該当条文コード

・?は、既存のもの(例、老齢基礎年金(法第 26条)... rOI-260∞OOJ、老齢厚生年

金(厚生年金保険法第42条) ・ rOI-4200凹OJ)を入力する。

この 02設定による手作業扱定方法は、オンライン記録との整合性を機械的に点検

することができない。このため、法令上の受給要件について慎虫かっ的政に点検を

行った上で、決殺を受けること。

t・"国民年金厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(裁定編)を参照

( 5)不整合期聞が保険事揃付済期間とみなされた障害給付の受給者が施行日以後に老

齢給付の知求を行う場合

施行日以後に記録訂正がなされて、不整合期間を有することとなった者であって、

施行日において不整合期間を保険料納付済期間であるものとして隙寄給付を受給し

ている者については、障害給付に係る規定の適用に際して、不整合期間は保険料納
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付済期間とみなされることになる. 2 時効消滅不整合期間を有する者の障害給付の新規裁定

一方、施行日以後に新たに老齢給付を受けることとなった場合は(特定受給者に

該当するものを除く.)、不整合期聞が保険料納付済期間とみなされず、通常の不盤

合期間叫として扱うことになるため、不!Ji'l合期間を本来の正しい記録に訂正した上

で老齢給付の設定を行う必要がある.

このため、不整合期間を保険料納付済期間であるものとして障害給付を受給して

いる者(特定受給者を除くJから老齢給付の知求があった思合には、不整合記録が

訂正済みであることを砲認してからm定処理を行うこと。

※ 上記の者は不整合記録の訂正が行われても、障害給付について、当該不盤合期

聞が保険料納付済期間とみなされるため、盤年金とならない。そのため、既に受

給している陣容器鶴(厚生)年会については、不!Ji'l合記録の訂正が行われでも裁

定取消を行わないように留意すること。

t・"特定期間該当届が提出されている場合は、特定期間とする.

-30 -
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保険料納付涜期間及び保険料免除期間を合算しても保険料納付要件を満たさない者

については、特定期聞を合算して保険事十納付要件の融犯を行わなければならないため、

特定期間該当屈の提出の宥盤、時効消滅不整合期間の磁認等を行ったうえで、保険料

納付要件の稲認を行う.

I事務処理フロー図]別紙2-2参照

(1)初診日が公布日より前にある場合の特定期間等の取扱い

初診日が公布日より師Iである場合は、特定期間の効力が初診自の前日に遡って生

じることはない.このため、保険料納付要件を概認するにあたって、時効消滅不整

合期間や特定期聞の考慮を嬰さない。

( 2)初診日が公布日以後特定保険1柄拘付期限固までの間にある者の経過措置

特定期間該当届を届出することにより、届出日以後時効消滅不設合期間は特定期

間として「年金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入される期間」と

みなされる。

ただし、経過措置として、初診日が公布日から特定保険料納付期限日{初診目前

に記録訂正がなされている場合には、施行日から 3月を経過する日)までの間にあ

る者に限り、初診日以後に特定期間該当屈を届出Lた場合であっても、その届出の

効果は初診自の前日に遡って発生するものとされた。{保険料納付要件の磁認にあた

り、特定期間を初診日の前日に遡って『年金額には反映しないが年金の受給資絡期

間としてお入される期f"1Jとすることができる。)
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①初診日以後に特定期間該当届を届出したとしても、初診自の1両日に遡って「年

金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入される期間」とみなすこ

とができる場合

ア 初診日以後に不整合記録の訂正がなされて、時効消滅不整合期間を有するこ

ととなった者であって、以下のいずれかに該当する場合

ー公布日から施行固までの聞に初診日がある場合

ー施行日から特定保険型111句付期限固までの問に初診日がある場合

1 みなしの効果 〉

よh
(J) 

届出田効果初診自の前回!こ遡及する

イ 初診日間Iに不登合記録の訂正がなされて、時効消滅不整合期間を有すること

となった者であって、以下のいずれかに該当する場合

-公布日から施行固までの聞に初診日がある拐合

-施行日から 3月を経過する固までの問に初診日がある場合

『 みなしの効果

ヒ二二二二令

「」3L(
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② 初診日以後に特定期間該当届を届出したとしても、初診日の前日に遡って「年

金額には反映しないが年金の受給資格期間としてお入される期間Jとみなすこ

とができない場合

ア 初診日が公布日より前である場合

届出の効果 .遡且しない

みなしの拍車

ドコ

イ 初診目前に記録訂正がなされて時効消滅不整合期間を有することとなった者

であり、初診日が施行自から 3月を経過する日より後である場企

叫'同''

ーし》なみ

なし且遡果抽白出届

ム! b. 
公布自 施行自 3月を 不型合期間開初診日

軽過する目 E録町E

ウ 初診日以後に記録~n正がなされて時効消滅不整合期間を有することとなった

若ーであり、初診日が特定保険料納付期限日より後である場合

(3)第 3号被保険者期間の整合性の硝認

第 3~-被保険者期間の整合性の硝認を行った結果、来訂正の不整合期聞が判明し

た際には、当該不笠合期間に係る記録訂正を行う.

ただし、特定受給者(時効消滅不整合期間の判明により特定受給者に該当する喜一

を含む。)については、オンラインシステム(適用 ー収納)上の記録訂正を行わず、

百ram(事務処理の概要(適用・収納関係))の 1 (3)③により対応する。

(4 )保険料納付要件の施認

①保険料納付済期間及び保険料免除期間によって年金受給権が発生する場合

保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算して保険料納付要件を満たすとき
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は、特定期間の有無に関わらず、業務処理マニュアル(年金給付)におづき処理

を行う。

②初診日が公布日以後であり、保4土料納付済期間及u'保険料免除期間を合算して

も年金受給憶が発生しない場合

上記(2)の経過措置に留意するとともに、特定期間該当届の届出の有無の砲

認、特定期間を含めた保険料納付要件の擁認等について、前記 1 (2)②に準じ

た処理を行う。

(5)特定期間該当届の受付

百四c1 (3) に都じて特定期間該当届の勧奨等を行う こと.

なお、上記 (2)により保険料納付要件を満たすこととなる者については、必ず

特定期間該当届を受付すること.

(6)特定期間を吉めると降寄給付の年金受給植が発生する者の新規設定処理

(施行日からオンラインシステム(年金給付)が改修されるまでの問の取扱い)

上記 (4)②により特定期間を含めると年金受給権が発生する者に係る総定につ

いては、業務処理マニュアノレに基づき処理を行うこと.

なお、特定期間該当届等の写しを年金指求書に添付すること。

(7)特定受給者が障害給付を2百求した場合の時効消滅不整合期間の取扱い

特定受給者の老齢給付については、時効消減不整合羽聞が、特定保険料納付期限

日までの問、保険料納付済期間とみなされる。

一方、特定受給者に係る際寄給付の保険料納付要件の磁認にあたっては、特段の

みなし措置がないため、通常の時効消滅不'!'i合期間・ 9として扱い、不整合期間を本

来の正しい記録に訂正した後の記録に基づき、陣容給付の裁定を行う。

時効消滅不整合期間の管理において、オンラインシステム(年金給付)ょの老齢

給付の原簿画面では保険料納付済期間と表示するが、オンラインシステム(適用 ・

収納)上では1号宋納期間と表示する必要があるため、オンラインシステム(適用・

収納)の改修を行うが、その改修時期は施行日以後となる.オンラインシステム(適

用・収納)が改修されるまでの問は、下記のとおり対応する.

(*9)初診目前に特定期間該当届が届出されている場合は、特定期間となる.

①施行日からオンラインシステム(適用 ・収納)が改修されるまでの問の事務

師向cill(事務処理の概要(適用・収納関係))の 1 (3) @のとおり、特定受給

者については、施行日からオンラインシステ、ム(適用 ・収納)が改修されるまで

の聞は、オンラインシステム(適用 ・収納)上の時効消滅不'!'i合期間に係る記録
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の訂正は行わない.

このため、障害給付の保険料納付要件を判断するにあたり、不整合記録笠録D

Bに笠録した時効消獄不整合期間の砲認が必要である。この時効消滅不整合期間

の時認においては、国民年金担当課に不整合記録登録DBの該当箇所を印字した

紙の回付の依頼を行うこと.

なお、回付を受けた不整合記録登録DBの該当箇所を印字した紙は年金2百求舎

に添付すること。

[表 6J不整合記録登録DBの回付依頼の流れ

不整合記録登録DBを管理している拠点

裁定問求を交付した年金事務所 裁定泊求を受付した拠点以外の年金事務所

ドl'揖セy ターが年合JI1求世を丑付した出合を古む)

国民年金担当限に不盤合記録 不整合記録笠録DBで管理している年金事

登録DBの該当箇所を印字した 務所に対し、被保険者記録補正依頼・回答票兼

紙の回付の依頼を行う. 補正処理禁刊を起1WL、決殺のうえ、イント

↓ ラネットメールにより、年金事務所特殊メール

回付を受けた不艶合記録登録 アドレス宛不整合記録登録DBの該当箇所を

DBのデータを印字した紙を年 印字したものの写しの回付依頼を行う.川川口

金箔求書に添付する. i 
団付を受けた不整合記録笠録DBのデータ

を印字した紙を年金m求書に添付する.

/ 、、

受付した年金筋求書の表紙右上に「特定受給者」と朱書する.

「特定受給者Jと朱書きされた障害給付の年金筋求書に係る保険料納付要件の

施認を行う際には、不整合記録笠録DBの該当箇所を印字した紙が年金aj!(求舎に

務付されていることを槌認すること.
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② オンラインシステム(適用 ・収納)改修f去の事務

特定受給者の時効消滅不整合期間はオンラインシステム(沼用・収納)により

管理する.このため、上記①の事務は不要である。
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3 時効消滅不li'i合期間を有する者が死亡した渇合の遺族給付の新規殺定

保険料納付済期間及び保険料免除期間(長期要件については、保険料納付涜期間、

保険料免除期間及び合算対象期間)を合鉱しても年金受給植が発生しない者について

は、特定期間を合算して受給資格期間の碗認を行わなければならないため、特定期間

該当届の提出の有盤、時効消滅不整合期間の施Z2.'等を行ったうえで、受給資格期間の

碗認を行う.

なお、長期要件で総定を行う場合、施行日からオンラインVステム(年金給付)が

改修されるまでの聞は、オンラインシニぇテム(年金給付)において、特定期間を取り

込んで扱定を行う ことができないため、特定期間を合算して新規彼定する場合は、 02

裁定を行うこととなる。

I事務処理フロー図]別紙 2-3参照

(1)死亡日が公布日より前にある窃合の特定期間等の取扱い

死亡日が公布日より師Iである窃合は、特定期間の効力が死亡日の前日に遡って生

じることはない。このため、保険料納付要件を磁認するにあたって、時効消滅不整

合期間や特定期間の考慮を要さない。

(2 )死亡目が公布日から特定保険料納付期限日までの間にある者の経過措置

特定期間該当届を届出することにより、届出日以後、時効消滅不整合期間は特定

期間として f年金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入される期間j

とみなされる。

ただし、経過措置として、死亡目が公布日から特定保険料納付期限日(死亡目前

に記録訂正がなされている場合にl士、施行日から 3月を経過する日)までの問にあ

る者に限り、死亡日以後に特定期間該当届を届出Lた場合であっても、その届出の

効果は、死亡自の前日に遡って発生するものとされた。(受給資格期聞の敵認にあた

り、特定期間を初診自の前日に遡って「年金額には反映しないが年金の受給資格期

間として算入される期間j とすることができる.

O 死亡目以後に特定期間該当届を届出した場合であって、死亡自の前日に遡って

「年金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入される期間Jとみな

すことができる場合

ア 死亡日以後に不整合a録の訂正がなされて、時効消滅不整合期間を有するこ

ととなった者であって、以下のいずれかに該当する場合

・公布日から施行日までの問に死亡日がある混合

-施行日から特定保険料納付期限固までの問に死亡日がある場合
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イ 死亡目的に不整合記録の訂正がなされて、時効消滅不整合期間を有すること

となった者であって、以下のいずれかに該当する場合

ー公布日から施行固までの聞に死亡日がある場合

施行日から 3月を経過する日までの間に死亡日がある場合

( 3)第3号被保険者期間の整合性の碗認

第3号被保険者期聞の整合性の硲認を行った結果、未訂正の不'¥'i合期間が判明し

た際には、当該不整合期間に係る記録訂歪を行う。

ただし、特定受給者(時効消滅不整合期間の判明により特定受給者に該当する者

を含む。)については、包録訂正を行わず、前記皿(事務処理の概要(適用・収納関

係))の 1 (3) @により対応する。

(4)受給資格期間の磁認

①保険料4詞付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間によって年金受給杭が発

生する場合

保険料制付済期間及び保険料免除期間(長期要件については、保険料納付済期

間、保険料免除期間及び合算対象期間)を合算して受給資格期間を満たすときは、

特定期間の有無に関わらず、業務処理マエュアノレ(年金給付)に基づき事務処理

を行う。

② 死亡日が公布日以後であり、保険料制it:済期間、保険料免除期間及び合算対象

期間を合算しても年金受給植が発生しない拐合

[長期要件]保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して

も、年金受給地が発生しない場合

[短期要件]保険料納付務期間及び保険料免除期間を合算しても、年金受給権

が発生しない場合

上記 (2)の経過措位に自立するとともに、特定期間該当届の提出の有無の確

認、特定期間を含めた受給資格期聞の砲認需について、 fi1r記 1 (2)②に準じた

処理を行う。

(5 )特定期間該当届の受付

前記 1 (3) に準じて特定期間該当届の勧奨符を行うこと。

なお、上記 (2) により保険料納付要件を満たすこととなる者については、必ず

特定期間該当届を受付すること。

( 6) 特定期間を含めると泣族給付の年金受給権が発生する者の新規故定処理

(施行日からオンラインシステム(年金給付)が改修されるまでの間の取扱い)

① 長期要件で裁定を行う場合
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特定期間を古めると年金受給権が発生する者に係る裁定は、 02裁定で行うこと。

受給権発生年月は、死亡自の属する年月を入力する。該当条文コード刊は、既存

のもの(例、遺族基礎年金(法 37条第3項)... fOI-3700103J、遺族厚生年金(厚

生年金保険法第四条第4項) ... fOI-5800104J)を入力する。

なお、特定期間該当届等の写しを年金請求舎に添付すること。

同凶国民年金厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(裁定編)を参昭

② 短期要件で歳定を行う場合

特定期間を含めると年金受給権が発生する者に係る裁定は、業務処理マニュア

ノレ(年金給付)に基づき事務処理を行うこと a

特定期間該当届等の写しを年金問求書に孫付すること。

(i)特定受給者が施行日以後特定保険料納付期限固までの聞に死亡し、その遺族が遺

族給付を請求する場合

①施行日からオンラインシステム(適用・収納)が改修されるまでの聞の事務

ア長期要件の遺族年金

特定受給者は、特定保険料納付期限日までの問、老齢給付に係る規定の適用

に際して、時効消滅不整合期間が保険料納付済期間とみなされる。

そのため、特定受給者が特定問、険料納付期限日までに死亡した場合は、「老齢

器礎年金(老齢厚生年金)の受給権者が、死亡したとき」に該当するものとし

て、特定受給者の遺族は、長期要件で遺族基礎年金(遺族厚生年金)が受給で

きる。

a 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間によって年金受給権

が発生する場合

上記 (4)。に準じて行うこと。

b 特定期間を宮めると年金受給権が発生する場合

上記 (6)①に準じて行うこと.

イ 短期要件の遺族年金

遺族給付(短期要件)の受給資格期間の郁認にあたっては、時効消滅不整合

期間は保険料納付済期間とみなされず、通常の時効消滅不整合期間刊として扱

うことになるため、不整合期間を本来の正しい記録に訂正した上で遺族給付(短

期要件)の設定を行うこととなる。

オンラインシステム(適用・収納)が改修されると、オンラインシステム(適

用 収納)上では 1号未納期間と表示され、オンラインシステム(年金給付)
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上の老齢給付の原簿画面では保や土料納付済期間と表示されるようになる。

しかし、附記ill(事務処理の概要(適用・収納関係))の 1(3) @のとおり、

施行日からオンラインシステム(適用・収納)が改修されるまでの問は、特定

受給者についてはオンラインシステム(適用・収納)上の時効消滅不整合期間

に係る記録の訂正は行われず、不整合記録登録DBに登録した時効消滅不整合

期間を砲認して受給資格期間を純認する必要があるため、前記2 (7)①に準

じて不盤合記録登録DBを管理している年金事務所から不整合記録受録DBの

該当箇所を印字した紙の回付を受け、年金読求書にm付すること.

受付Lた年金路求書の表紙右上に 「特定受給者」と朱容する.

「特定受給者」と朱書きされた年金訪求書に係る受給資格期間の融認を行う

際には、不jQ合記録登録DBの該当箇所を印字した紙が年金請求舎に添付され

ていることを磁認すること。

( * I ~) 死亡目前に特定期間該当届が提出されている場合は、特定期間となる.

② オンラインシステム(適用 ・収納)改修後の事務

特定受給者の時効消滅不整合期間はオンラインシステム(適用・収納)により

管理する。

なお、長期要件の遺族年金において、特定期間を古めると年金受給権が発生す

る場合は、オンラインシステム(年金給付)が改位されるまでの附は引き続き上

記(6 )①に準じて 02殺定で行 うこと.

(8)不整合期聞が保険事ト納付済期間とみなされた障害給付の受給者が施行日以後に死

亡し、その遺族が遺族給付を:m求する場合

施行日以後に不jQ合期間を有することとなった者であって、施行日において障害

給付を受給していた者が死亡した場合は、際杏給付に係る規定の適用に際して、不

整合期間が保険料納付済期間とみなされることになる。

一方、遺族給付については、不笠合期間が保険料納付済期間とみなされず、通常

の不整合期間・・5として扱う ことになるため、不E空合期間を本来の正しい記録に訂正

した上で遺族給付の設定を行う必要がある.

このため、不整合期間を保険料納付済期間とみなした障害給付の受給者が施行日

以後に死亡し、その遺族から遺族給付の請求があった場合には、不整合記録が訂正

済であることを破認してから裁定処理を行うこと。

※ 上記の者は不整合記録の訂正が行われでも、障害給付について、当骸不整合期

聞が保険料納付済期間とみなされるため、無年金とならない.そのため、死亡者

が受給していた障害基礎(厚生)年金については、 不整合記録の訂正が行われて

も裁定取消を行わないように留立すること.

(*15)死亡目前に特定期間該当届が提出されている場合は.特定期間となる.
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4 年金受給者符から相談があった場合の対応

(1)特定受給者

① 特定期間の届出及び特例追納の効果に関する相談対応

施行日以後の年金相談においては、年金部求者及び配偶者の年金記録を硫認の

うえ、不整合期間又は時効消滅不整合期聞の有盤を砥認すること.

特定受給者であるこ とが砲認できた場合は、次の順序に従い対応すること。

[<JJ:務処理フロー図]別紙 2-4参照

ア 第3号被保険者期間の整合性の撒認

第3号被保険者期聞の盤合性の磁認及びjQ池田を行った後、保険料納付済期間、

保険料免除期間及び合算対象期間によって受給資格要件を碗認すること。

イ 特定期間該当届の提出の有揺の施認

前記 1 (2) ②アに耳~じて処理を行うこと。

ウ 時効消滅不登合期間の磁認

前記 1 (2)②イに準じて処理を行うこと。

エ特定受給者に関する説明

相践者に特定受給者に該当する旨を説明し、特定受給者について説明する。

また、下記の区分に応じ、届出勧奨を行う こと.

a n正lこ不整合記録登録DBに登録されている者

第 3号被保険者期間について本来の記録と栂遣していることを説明のうえ、

特定期間該当届がまだ提出されていない場合は‘前記国(事務処理の概要{適

用・収納関係))の 1(3)@に準じて特定期間該当届の届出勧契を行うこと.

b 不整合記録登録DBに登録されていない者

町I記ill (事務処理の概~(適用 ・ 収納関係))の 1 (3) @に準じて被保険

者組別変更届の提出を受け付け、特定期間該当屈の届出勧奨を行う こと.

オ特例追納による年金額符の相談

前記ill(事務処理の概要(適用・収納関係))の2により特例追納制度につい

て説明し、特例追納制度を利用できる期間を有する者については、特例追納を

行った場合の年金見込額を説明すること。このとき、特定保険料納付期限目前

後の年金額や減額下限額についても説明すること.
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②特定期間の届出及び特例追納の効果に閲する年金額の試算について

施行日からオンラインシステム(年金給付)が改修されるまでの聞は、オンラ

インシステム(年金給付)において、特定期間を取り込んで設定を行うことがで

きないため、年金額試算もできない.

よって、年金額試算を行う際には、資格記録、納付記録等の補正(拭算上の補

正)をするなどして試算すること.

特定保険料納付期限日後の老齢基礎年金の見込額の試算方法(一例)は以下の

とおりである。付加年金平振替加算は除いて試算すること。

ア 時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなして計算した年金額

(訂正前の記録に'"づく年金額)

イ アXO.9(訂正前の記録に基づく年金額XO.9)

ウ 不整合記録を訂正した場合の年金額(訂正後の記録に基づく年金額)

エ 特例追納を行ったときの増加額

lイ(訂正前6言語源k基づく年金額XO.9)|と|ウ+エ (訂正後の記録に誌づく剰

匡図を比較して、金額師、加、特定保険料納{十期限日後の年金見込額であ

。。

(2)施行目前 65歳失格者

施行目前 65歳失権者から、繰下げ申出の相談があった場合は、記録訂正によって

時効消滅不整合期間となったとしても老齢基礎年金等の受給資格期間を満たす者か

どうか硫認し、特定受給者となる場合の条件と、 65歳前求あるいは繰下げ申出の年

金額について説明した上で、繰下げ申出の意思砿認を行王こと.

① 不整合期間の記録訂正を行った後も受給資格期間を満たす者

施行目前 65歳失格者が施行日において受給権を有する年金(老齢、退職を支給

事由とするものに限る0)のうち、 lつ以上の年金について 65歳支給を遡及筒求

したときは特定受給者として取り観い、その全てについて操下げ取出を行ったと

きは、特定受給者とすることができない。

[選択方法]

年金見込額を提示し、士比べした上での選択内容と、繰下げの意思表示につい

て確認すること.

ア 老齢基礎年金等のいずれも繰下げ取出を行う場合

特定受給者とすることができないため、訂正後の記録に基づき、繰下げの

割問率を乗じた年金見込額を算出する。
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イ 老齢基礎年金等のうち、 1つ以上の年金について 65鵡支給を間求する場合

65歳支給の稲求によって特定受給者として取り扱う。なお、級下げ申出し

た年金についても、特定受給者としての特例が適用される.

a 繰下げ'"出を行う年金の金額

訂正附の記録に基づく額に操下げの割羽平を乗じて算出される年金額。

(特定保険料納付期限日後は訂正後の包録に基づく額に繰下げの由1m""を

乗じて算出される年金額。ただし、訂正前の記録に基づく額に紋下げの割

地率を乗じて算出される年金額の9訓が保障される0)

b 繰下げ申出を行わず 65歳からの支給を時求する年金の金額

訂正前の記録lこ息づく年金額。(特定保険料納付期限日後は訂正後の記録

に活づく年金額。ただし、訂正前の記録に韮づく年金額の9割が保障され

る0)

② 不整合期間の記録訂正を行うと受給資格期間を満たさない者

施行目前 65歳失稿者が受給植を右する年金(老齢、退臓を支給事由とするもの

に限る0)全てについて繰下げ申出を行ったときは、特定呈給者とすることができ

ない。

この場合、不艶合期間の記録訂正を行った結果、老齢基礎年金等の受給資格期

間を満たさなくなるときは、 1つ以上の年金について 65歳からの支給を選択する

必要がある.にれにより特定受給者となる。)年金額は、訂正前の記録に基づく

額であるo (特定保険料納付期限日後は訂正後の記録に基づく年金額.ただし、訂

正面Iの記録に基づく年金額の9割が保障される。)

その他の年金については、上記①と同様の士比べを行う。
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[表7]訂正後記録によっても、年金受給資格要件を満たす者の老齢基礎年金の

取扱い

老齢基礎年金の卸求方法

国躍訪求 組下げ申出

老齢厚生年金 65投m求 特定畳給者 特定畳結者

の2百求方法 一特定保険料胡付期限自主で 一特定保険料納付期限目まで

は訂E前記師による年金額 は訂正前記録による額に繰下

→特定慌険料納付期限日程は げ割増'1iを3恥じた額

訂正桂の記録による年金額 →特定時険料納付期限日程は

(9劃保障あり) 訂正桂の記蹄による1iriに柚下

げ割増容を乗じた額 (9割保

障あり)

掛下げ申出 特定畳給者 特定受給者ではない

一特定~依料納付期限目まで 一訂正桂の記時による額に、

は訂正前記既による年金額 品下げ割増串を来じた額

一特定理依科抽付期限目能は

訂正佳の記録による年金額

(9割保障あり)

③ オンライン記録の訂正(受給植を有する年金(老齢、退職を支給事由とするも

のに限る)全てについて級下げ申出を行った者に隈る)

受給織を訂する年金(老齢、退職を支給事由とするものに限る)全てについて

繰下げ申出を行った者は特定受給者とすることができないため、オンライン記録

の訂正停を行う必要があるので、国民年金担当課に記録訂正の依頼を行うこと。

(3)特定受給者に該当しない年金受給者

①特定期間や特例追納に関する年金額等の相銀対応

老齢給付、障害給付又は泣族給付の受給権者(特定受給者を除く。)から特定期

間や特例追納等に関する年金額君事の照会があった場合は、以下の手阪に従い対応

すること。

rm:務処理フロー図1~ IJ紙 2- 4 参照

7 第3号被保険者期聞の整針生の施認

第 3号被保険者期聞の整合性の硝認及び整備を行った後、保険料納付涜期間、

保険料免除期間及び合算対象期間によって受給資格要件を確認すること。

なお、新たに記録訂正が行われていない不整合期聞が判明し、特定受給者に
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該当することが敵認できれば、当該期間に関しては上記(1l (特定受給者)に

よる対応をとること。

イ 特定期間該当届の提出の有盤の確認

前記 1 (2)②アに準じて処理を行うこと。

ウ 時効消滅不整合期間の磁認

前記 1 (2)②イに準じて処理を行うこと.

なお、時効消滅不整合期間がない者については、特定期間該当届を提出する

ことができない。

エ 特例追納による年金額等の相絞

特例追納制度について説明し、特例追納制度を利用できる期間を有する者に

ついては、特例追納を行った場合の年金見込額を説明すること。

② 特定期間の届出及び特例追納の効果に関する年金額の試算について

施行日からオンラインシステム(年金給付)が改修されるまでの間は、オンラ

インシステム(年金給付)において、特定期間を取り込んで裁定を行うことがで

きないため、年金額試算もできない。

よって、年金額試算を行う際には、資格記録、納付記録符の補正(試算上の補

正)をするなどして試算すること。

老齢基礎年金の受給者(特定受給者を除く 0)が特例追納を行った場合、納付日

の属する月の翌月から年金額が改定される。

ただし、政令で定める目的翌日の属する月(平成 27年4月)から、当該翌日以

後 1年を経過する日の属する月(平成 28年 3月)までの月分の老齢基礎年金のう

ち、平成 28年 3月までに特例追納による改定が行われたものについては、その地

額分l士、平成 28年 5月に支給される.

③施行日において、不整合期間が保険料納付済期間であるものとして障害基礎年

金、遺族基礎年金等を受給している者の取扱い

施行日において障害基礎(厚生)年金、遺族..礎(厚生)年金等を受給してい

る者について、施行日以後に不整合期間が判明した場合についても、被保険者や

既訂正受給者と同様に、被保険者極別変更届及び特定期間該当屈の届出勧奨を行

うこと。
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5 再裁定の進述時の留意事項(特定期間を使って受給要件を満たした者)

特定期間を使って受給要件を満たした者ーについて、新たな記録が判明する等により、

再裁定になる$!~が発生した場合は、様式第 127 号(127 号-2 、 127 号 3、128号)

の右下侃考欄に、「特定期間あり」と朱書して進達すること。

[添付書類1特定期間該当届等の写し
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6 年金加入期間磁認通知書の発行(特定期間を有する者及び特定受給者)

オンラインシステム(適用・収納)が稼働するまでの問、特定期間を有する者や特

定受給者に係る年金加入期間施認通知舎を発行する際には、以下に示す必要なき~項を

追記した上で、必ず「特定期間、特定受給者の記入がある拐滑の臼古・事項J (~IJ紙 3)

をホッチキス留めして、前日求者一にお渡しすること。

(1)特定期間を有する者(特定受給者を除く)

① 特定期間の磁認

特定期間を有する者(特定受給者を除く)から年金加入期間施認通知舎の発行

泊求があった拐合は、前記 1 (2)②71こ準じて特定期間該当届等の写しの回付

を受け、年金加入期間確認印求書に添付すること。

②年金加入期間砲認通知書の作成

特定期間該当届等の写しから特定期間及び届出年月日を確認のうえ、年金加入

期間砲認通知書の 「仰考」欄に次のとおり記入すること。

なお、特定期間は全て記入すること。

[記入例]

年金加入期間 期間の隆副 桂保院者期間

保険料納付ー免除月並

国年 平~O年O~O 日から 平成。年O~O日まで 軍撤 000 月

平成。年D月 日から平成。年O~ .まで 草紙 (000)月

平成Oq'Ofl 日から平成0'1'0月 日まで 話積 (000)月

A 日 計 000 ① 

怖 考 1

〈釜)平成O年O月 f特J定/期間しを含まない特定期間 OOJ! 〈自)平成O年O月
月並.<記されていま
す.

{自}平成O年O月 {韮}平成O年O月

合計 000月 届出年月日平成O年O月O目

DY[保障格納付免除月数の合計掴の月数 + 笠割聞の月畳

※発行日時点の保険料納付・免除月数

・届出年月目前の保険料納付免除月数司①

・届出年月日以後の保険料納付ー免除月数

司 ②(①±豊定期国企息箆)
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(2)特定受給者

① 時効消滅不整合期間又は特定期聞の磁認

特定受給者から年金加入期間施忽通知舎の発行妨求があった場合』士、 特定受給

者の時効消滅不整合期間を拙認するため、冊目'e2 (7)①に準じて不整合記録笠

録DBの該当筒所を印字した紙の回付を受け、年金加入期間甜1認知求書に添付す

ること.

なお、特定受給者であり、かつ、特定期間を有する者である場合は、上記(1)

①及び (2)①の回付依願を行う こと.

イ 特定期間該当届が提出されている者

特定期間を硝aのうえ、年金加入期間確認通知舎の「備考J欄に次のとおり

記入すること.

なお、特定期間は全て記入すること。

[記入例1

口、
口3

年金 加入期間 期間の積盟 被保険者期間

保険料納付免除月世

国年 平1&0年ono白から平，，0句'0月O日まで 第種 000 月

平成O年Os 固から平成O年O月 日まで 第極 (000) s 

平成O年O月 日から平成O年Os 日まで 話積 (000)月

合 告+ 000 ① 

叩勾 | て

特定受給者
[時効淵軒齢期間を含んだ月散が記されています・ 1 

時曲渇援不霊合期間 00月 {自}平成O年O月 (歪}平成O年O月

{自)'1'成O年O月 [葺〉平成O年OJl

合計 000月 眉出年月日平成O写O月OB

1乙 陸剥納付・免除月敏の合計担の月書家 一時型a援本E合期聞の月畳

年金加入期間 j明聞の値目民 主度保イ;~者期間

保険料納付・免除nlt
国年 平成O(f-O月oaから 平成0<1::0月D日まで 第櫨 000 月

平成O午D月 日から平成0'戸口月 日まで 軍総 (000)舟

平成o'pon aから平成。年O月 日まで 車種 (000)月

合 告+ 000 ① 

備考|
I特定期限含んだ胞が記/さ/れて¥いま|す.J 

特定受給者

特定期間 OOJl 〈自〉平成O年O月 〈軍】平成O年O月

{自〉平成O年O月 t童)平成O年O月

合計 000月 届出年月日平成O竿OJlOB

[保陸料納付免除月数の合計掴の月数 一 特室期司の月数

②年金加入期間施認通知容の作成

特定受給者については、年金加入期間硫認通知書に次のとおり記入すること.

7 特定期間該当届が提出されていない者

時効消滅不整合期間を砲認のうえ、年金加入期間砥認通知舎の「備考」欄に

次のとおり記入すること。

なお、時効消滅不整合期聞は全て記入すること。

I記入例】

※発行日時点の保険料納付・免除月数

・遅監差益笠金または長期lJ!.l件の潰族共済年#を符求する場合

=今 ①

ー監査去盗隼企または開1団理牛のi町時#清年告を符求する場合

届出年月目前の保険料納付 ー免除月数

司 ② (①二隻友銀周笠U )
届出年月日以後の保険料納付・免除月数

=今①

一一一
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7 施行目前に不整合記録を訂正することにより無年金となった者のうち特定期間該当

届を提出することにより受給権発生する者の取扱い

平成 23年 11月 29日 {給付指 2011-293J※により別途指示するまで年金事務所等

において個別に管理している事案については、施行日以後、庇ちに特定期間の届出及

び年金請求の勧奨を行うこととしているので別途指示する.

※ 年金相談等において、不整合期間が判明し、第 3号被保険者期間を第 l号被保

険者期間へ記録訂正することにより老齢給付の受給要件を満たさなくなる者のう

ち、時効消滅不整合期間を特定期間とすることにより受給要件を満たす者につい

ては、施行後に特定期間該当屈を届出することにより、届出日で老齢給付の受給

権が発生する。

このため、上記の指示 ・依頼により個別管理している事案については、施行日

以後、広ちに特定期聞の届出及び年金:m求の勧奨を行うこと.
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V 相談体制等について

1 年金事務所匂における相淡体制

当面は、特定期間該当局の個別勧奨は行わないことから、特別の相談体制を盤備す

る必要はないが、必要に応じて、後納制度に係る相談体制を活用し、対応すること.

2 特定期間該当属に係る専用相談ダイヤルの設置

特定期間該当届に係るお問い合わせに対応するため、平成 25年 7月 l日から、専用

の相談ダイヤノレ(後納制度と同じ泣話番号)を位置することとし、厚年法符改正法に

係る制度の広報を活用して周知を行うことを予定している。

VI 周知 ・広報

1 本部等における周知 ・広報

厚年法等改正法の周知・広報については、厚生労働省と連tYJ・協力し、政府広報、

機構HP等の広報媒体を活用し、制度や届出の手続き等について周知を図ることを予

定している.

2 市区町村広報紙への掲椛依頼

平成25年 7月号の市町村向け情報誌「かけはし』において、別紙5の広報素材を掲

輸するので、年金事務所においては、「かけはしJの送付時に、市区町村の広報紙への

掲載依頼を併せて行うこと.

W 厚年法等改正法にかかる市町村向けQ&A

平成 25年 6月羽田 [国年情 2013-89J※のとおり、厚生労働省から地方厚生局を通じ

て情報提供がされているので、参考とされたい。
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~コ
特 定 受 給 者 の 範囲について

特定畳話者にt妥当する舎は‘次の 2つの要件を溺たす舎である.

A 範行日以後に回E年金塗軍 14条の揖定によりE録した事項の町正がなされたことにより、

時効;~滋不聾合羽聞を有することになった者

B : ~笹行自において、当宮崎抽，肉誠不整合期間となった叙聞が程瞳科軸け茨縮問であるものとし

て、老齢基礎年金Jt[ま徴用者年金各E去に1liづ〈倉前給付0;;を畳けている者(これらの括付の

金舗につき主軸が停止されている者を古む.l

li行自の設'"

① 後保険'"又I酎害復'" x 3略 x 

c!) 老1li銀上げ者 。 。 。

③ 特老'"をl'!13中の省 。 。 。
@ 符老厚を朱a定の者 x 。 x 

。 。 。

。 。 。

x 。 x 

。 。 。
65 

r.1I帝京する者 。 。 。
〈特.，..を受給司失権した者)

⑧ 理き!Ç+~tJを全て法下If$出する者
x 。 x 

-特考F軍隊符途失を含む. ・宅障は退3鳴を含む.

新規設定者【老齢年金]

信凍IrlEの
ヨド密会期間

⑨受給健格期間、、、あり
の夜露

なL

なし

あり

あり
/⑥時微調2慮不Ii

合甥聞の確包

、、なし
②受鎗実.. 期間

の寓夜露

なし

[(!泊号後龍陸者期聞の聾合性の確認]

【塩津町正の不畳合期間】

(別紙2-1)

・;;:8処廻マヱユアル(年金給付〉のとおり

【③不整会期間の確認・町正1
・不霊合期聞の確忽訂正

砂符定期間化

【④畳給宜絡期間の置認1
砂保険科納付議期間+保険拠免除期間+合$l:対象期間
で植包

【〈訴審定期間苗当面の担出の有無の舷認】

・オンライJ システム〈適用収納〉が認備するまでの問は.
担当震に符定期間E妥当届の届出確認依紹を行う.
・符定期間続当局の曾祖が他事務所の渇合{玄関付依
紹を行う.

[⑥時効消滅不聾合羽聞の往認】
・担当'"こ時効j向調民不盤合期間の有無についての1Ii偲認
を依組するなど.特定期間に渇れがないように+分に..a
を行うこと.

.1あり』の渇舎は.伶''''悶l:Iit当属を畳理

【⑦畳鎗資絡期間の再確包】

・回付された特定期間E妥当1>0;の写しを祖認し、担JU!血
多含め-r..依静絡1III1'r.1多It認する.

《受給樫なし>

ーっ〈玄
時効消漉不混合期間の溺れがない$を+分!こ

砲忽すること.

受総偲!こ閲する盟明を行うこと.

~02総定の翁合》

符定期間銭当局0;の写しを年金筋求書に還付

すること.
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{別紙2-2)

新規設定者【障害年金] -初E参目が公布日以後の者の取緩い

""帳11茎の
不霊含期間

あり

ロヰ石司

あり

なL

あり

あり~⑤崎'"別組本，.
合繍聞の確It

なし

有志し

②e医院別納併要.. 
の耳奮包

【① 3号被保段者期間の霊会性の確認 】

【③来町正の不整会期間】

.;>務処理マニュアル(年金給付}のとおり

【③不E合期間の確認・訂正1
・不箆合期間の確a.訂正

バ事定期間化

【@県院科輯付要件の確認】

.. 采餓終納付涜期間H<院制免除期間で!ta

【⑤特定期間該当屈の担出の有無の害電器】

・オンラインノステム(適用・収納}がtt備するまでのm
は.担当.. に符定期間滋当届の届出磁箆依舗を行う.
権特定期間暗当庖の1:1恋が也事務所の窃舎は団付依
組を行う.

[⑤時効消滋不盟会期間の確認】
・担当"1::時効淵滋不盤合".，の有無についての現確認を依
刊する本ど、伶定期四にS慣れがないよう"十分に認認を符うこ

と.

.rありJの渇会は符定期間厳当届を盛理

[⑦保陵料柏付亜件の再確認1
・悶付された特定期間E妥当届等の写しを確認し wit坦
附本今仇ア偲陪魁給付m体参確認する.

"書益哩写傘型.，の玄渇に園する経過調官II::，/::り'"買されAケ」ス
。紡，.以降1::120.が訂韮されている舎
公布包倉川ら~符固までの間"初"自がある細企
.m符 B傘、ら符定偲歳お a肉付羽岡恩a玄での剛=初".~リめる渇合

。初 ，.前に包録が訂'"さ胤て丸、る者
公布固から纏行白までの聞に初".が~る渇合
情邑行固から3.を思量する日玄で吻悶に初~8 tJ"~る・合

《受給者Eなし3・

~M権あり
特定期間あり ( ~M~C ) ( ~M:~') ) 

時効淵誕不霊会期聞の渇れがないか+分に

確認すること.

受鎗徒に閲する鋭明を行うこと.

《受総栂あり〈符定1IJIr;.，~り ):>

符定期間餓当届'"の写しを隼傘腕求書に渇

付する二と.

←司、缶、< H 市~&i->} →

(別組2-3)

新規設定者【退族年童] -死亡日が公布臼以後で、短期要件による舎の取録い

gD 

あり

「一一一1

@健康別納付
嬰併の奮，.

~C 

おり

、、、 ~C
h :t:1I1111l51lo:l 
maの有・の信"

Sちり

あり~ '"川崎.，刻組本誕f
会期聞の稽忽

@侵慮"納付要~
の房確定

なし

なL

[Q)3号S康保陸者期間の聾合性の確認】

【宮崎町正の不聾合期間】

・'"務処廻マニュアル(年金給付)のとおり

【③不盟会期「抑確認ー町正1
・不竪合期間の磁a.訂正

・符定期間化

[@;畳給置絡期間(保障斜納付要件)の信認1

.，思陵羽納付務湖周+保段続免隊期間で..12

【⑤特定期間詰当屈の担出の有無の砲箆1

砂オンラインシステム〈適用・収納)が格働するまでの悶
は但"慢に特定期間E妥当尽の届出檀包依頼を行う.
・符定期間銭当届の管視が他事務所の宿舎lま図付依
組を行う.

【@時効消波不藍合期間の確認]

・鐙当尽に時翁j側溝不堅金期間の宥縄問についての"'..'"を像
"する'.ど符定期R町三漏れが'"いように十分I::!itaを行うこ

と.
.rありJの治合lふ符定期間臨泊四を受理

【⑦毘院料給付要刊の再確認】

・回付された特定期間銀当阻'"の写しを舷包し‘担Z盟
問事合"'T偲険認鈎付規依多櫨認する.

翠2廃轟型建E禽l!Jal][Cに闘するa過音盤1之が川良宿されるケース
。死亡B臥閣に包lW:TIEされている省

公布固から.符固までの剛Z死亡自がある羽合
範行自から特定.....司納 守期限固までの聞に死亡Eがある渇念

。紅白繍岨即躍されてL岨
公布固から高行自までの凶=死亡自がめる唱会
箆符固から"竜を経過する8までの悶に死亡8がaちる鳩合

《受総縫怠し》

時効靖滋不費量合期間の最れが怠いか+分に砿

忽すること.

( ~M:~ ) ( ~~:~') ) 受飴継に閲する援明を行うこと.

《受給率置あり(拘定期間あり】3・

特定期間践当局'"の写しを匁金続求書に添付

すること.
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(別紙3)

[日本年金般栴司共済組合]

相甑対応の琉れ
(別紙2-4) 特定期間、特定受給者の記入がある場企の

年金加入期間確認通知:~の留意事項

企
ー
②刺T涯の
不盤倉期間

あり

公的年金制度の健全性及び信組性の敵保のための厚生年金保険法等の一部を改正

する法相(平成 25年法律第 63号)の施行により、特定期間を有する方、または特

定受給者の方には、 「年金加入期間岨!1':~通知書」の備考欄に追肥しておりますので、

以下の事項を参考にしていただき、受給資格期間(保険料納付要件)をご破認くださ

b、

なし

0> 
o 

T2M!IID!5置の
榎幽の有・"・g

~備考伺に『特定期間』の表示がある方 ( r特定受給者』の表示示.~る方を除〈司

あり

(例1)特定期間 平成5年 4月から平成6年 3月まで

σ月射凋;a続可・E
m聞の有"の電E

年金加入期間 期間の極町 被保障者期間

保険科納付免除月数

J惇年 昭和 54 年4~ 1日から 平成 3年4月1日まで 第2種 1 4 4 月

四年 平底 3年4月1日から 平成 16年4月1日まで 第稲 1 4 4 月

平成 3年4月 日から平成 5年3月 日まで .i$組 (24) }J 

平成 6年4月 日から平成 16年 3~ 日常で 車線 (1 2 0)月

{} 計 288 ① 

医iiit特定期間 12月 {自)平成5年4月 【韮}平成6年3月 ままなすい.周敏 I
合併 3↑00月、や 届出年月日平成O年O月O日・ 8

合計 符定期間

なし

りあ

@崎直納による写会...の""
《 隼 帽の支出.:n.JIM罰

。鞘粁日時点の保殴料抽昨十・骨除用教は吹のとおりで寸a

( 1 )届出年月白川前の保険調納付・免除月数 司① {例 1; 288月)

③主う ( ~~:"fJ) ( "":".... ) ( 2)届出年月白川以後の保障料納付・免除月数司 ② 柵;3 0 0)】〉

~'l!面もご覧く ださけ



第ヨ号不聾合記録問題にかかる偲録の管理方法について

(オンラインシステムが稼働するまでの暫定対応)

各年金事務所

I ìl!; t~管理・特定受給者の記録訂正]

第3毎不藍合9瞬間の訂正情惚
<rriE>>.~明。訂正処理年月日句}

特定期間眼当届の崩出情線
〈特定銅間切届幽年月四句】
特定畳給者のIe陣訂正情報

【吟鈴綱威不盤合期間.訂正年月日待}
等

不盤合記録登録DB

旦

WM(オンライン鋪末)

R 
オンライン席揮の間企
記録訂正事蹟確回目的照金

:-------( I*~，*， 
i慨期間肱当届者及時間闘で 1 
1あることを権回しやす〈する方法として i 
i (¥'1M園面{基本圃函)土に『町笥の表示をする}l

オンラインシステム
(本部)

(オンライン原簿)

|国民被保険者ファイル|

.被揮険者四記録訂正期間

.既訂正畳給者の記録IT正
書期間

朱訂正豊給者の記録訂正
期間(2年以肉の期間に限

る)

区分 管理柵所

彼保険者 オンライン開講

既訂正者 " 
受給者 朱IT L.:写以肉の期間 " 

正書 I '年起の期間 不箆会記録i!録。a

0訂正配録の菅理場所

O特定期間餓当局の管理・確認方法
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Iロングパージョン]

専業主婦(夫)の年金が改正されました.

平成25年7月1目から草書主婦の年金が改正され、会社員の去が退隠した際立どに

年金田切り岱え手続きが遅れたり漏れているために、樺険料が未納となっている主婦が

手続きをすれば年金を畳け取れるようになったり‘年金額を増やせるようになる場合が

あります.

0主掲年金からの切り苛えの手続が2年以よ遅れたことがある方1忠今すぐ手続きを!

原則として20車から 60畠までのすべての人が「年金』に加入することになって

いますが.サラリーマン由夫 (2号被僅険者)に援護されている妻(尊霊主婦 3号

被罷険者)は、慢険料を納める必要はありません.

ただし、夫が退職した場合や要自身の年収が地えたときなどは.手続 (3号被保険

者から 1号被怪院者への置軍手続)をして.保険料を納めなくてはなりません.

この手続が2年以上遅れたことがある方l乱 Z年以上前回保険料苦納付することが

できないため、憧険料の 『禾輯期間』が発生します.

このたび.専業主婦の年金が改正され、 このよう立方が手続きをすれば、 r未納期

間』を 『畳給資格期間j に算入することができるようになりました.

提 婆がサラリーマン.失が専聾主去の場合も問栴です.

O 手続きをすれば‘無年金や年金目減額を防ぐことができます.

自民老齢年金だけでは主〈、万 由時の障害年金などの畳給梅田確保にもつながり

ます.

O 怪験料納付で年金額アッブ!

手続きすれば.本来はさかのぼって払うことができなかった湖聞の保険料を納付す

ることができます(最大 10年分入保険料を納めれば、年金額が増えます.

誕平成27年4月から県険料の納付ができるようになります.手続きをした方に.平

成27年4月に向けて憧険料納付のご宗肉を郵送する予定です.

O 詳し<I弘 r国民年金保険料専用ずイヤル」またはお近〈の年金事務所へお問い合

わせ〈ださい.

※ 

置お問時間 『国民軸保険牌 貯何レ』へ 1

| 0570-01ト 050
，包5何ゐ，

050またほ070から始まるl/toでおかげになる渇合は旦主-6731-2015

〈受何時間> "-金"8与司自8，30目午後 5，15 
た定I...RII!i:自<'1=111:8が休日の鳩合は火既日〉は午橡?氾。宮で延長

Z"土"8叩 @ 電 』 叩4，00
{祝日、"月 2.臼句'1=138はご利用いただけません.l

議ナピダイヤル1<.ー餓の凶定電話からおかげになる得合は全国どこからでも.市肉 過信制舎でご利朗いただけます.

ただし‘ ー舷の凶定'"結以外(型軽帯電話'"からおかけに怒る繍舎は.通常の通話純金がかかります.

※ r03-673可ー20τ 5Jの竃醤香骨におかげになる渇合は.通常'"通話お金がかかります.

務 rOS70Jのa最初の 'OJを省隠したり、市係局審をつけて間遣い電話に怠っているケースが免生していますので‘

総か~.. 遣いにはご注倉〈ださい.

接部分については紙而に余裕がある場合に掲載をお闘いします.
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の年金が改正されました。工事業主婦(夫)

串
柿
除
問
鵬

S
白
羽
幽
m
a
a
〔業
協
話
時
V

酉

(
卸
医
坤

m
m司

V

〔
歯
医
時
持
品
W
V

【

am側
副
串
v

平成25年7月1日から草書主婦の年宣が改正され.サラリーマン由夫が退脱した際

などに年金の切り哲え手続音が遅れたために、最険料が未納となっている主婦が手続き

をすれば年金を受け取れるようになる場合があります.

夫が会社を退服した場合や妻自身の年収が増えたときなどは、手続きをして (3号被

保険者から 1号被保険者へのltJ!!届J、住険料を納めなく てはなりませんが、この手続

きが2年以上遅れたことがある方は.2年以よ前の保険料を納付することができないた

品、 憧険料の「未納期間Jが発生します.

このたび.専裳主婦の年金が政正され、このような方が手続きをすれば‘ 「未納期間J

を r畳給責措期間」に算入できるようになりました.

話器 要がサラリーマン、夫が専諜主去の犠合も同線です. 4ヨ

" 
4合

O主掲年金からの切り控えの手続が2年以上遅れたことがある方l乱今すぐ手続きを!

65量以上の方は、お問い合わせが遅れると年金の畳け取りも遅れます.

65週末講の方I念、障害‘遺族年金を呈け取りやすく牢ります. '---'ー
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穴あけずエーy自
刷

に
つ

い
て

】

O
実
態
と
し
て
国
民
年
金
の
草

1
号
被
保
険
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
草

3
号
償
保
険
者
の
ま
ま
管
理
さ
れ
て
い
る
年
金
記
録
を

r
3
号

不
整

合
記

録
j
と
い
い
ま
す
。

こ
白
う
ち

.
3
号
不
整
合
記
録
を
訂
正
し
た
時
点
に
お
い
て
、
保
険
料
を
徴
岨
す
る
期
限
'2
年
)
が
経
過
し
た
期
聞
を

f
時
効
消
減
不
整
合
期
間
」
と
い
い
ま
す
.

O
こ
の
届
出
に
よ
っ
て
、
時
効
消
誠
不
整
合
期
聞
は
「
特
定
期
間
』
と
な
り
、
老
齢
年
金
、
障
害
年
金
お
よ
び
直
接
年
金
の
畳
給
要
件
を
判
定
す
る
に
あ
た
り
、
畳
給
責
措
期
間
に

算
入
さ
れ
ま
す

。

出
老

齢
年

金
田

塙
合

は
.

年
金

額
に

は
反

映
さ

れ
ま

せ
ん

.

出
障
害
年
金
お
よ
び
遺
臨
年
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
「
時
効
消
誠
不
整
合
期
間
に
匝
る
特
定
期
間
該
当
届

jを
届
出
日
以
桂
に
障
害
と
な
っ
た
場
合
ま
た
は
亮
亡
し
た

場
合
に
限
り
、
畳
給
貰
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

。

o
 r特

定
期
間
」
由
対
車
と
な
る
期
聞
は
昭
和
61

年
4
月
か
ら
平
成

25
年
6
月
ま
で
の
期
間
と
な
り
ま
す
。

O
こ
白
眉
書
を
提
出
し
た
桂
に
、
別
町
時
効
消
諦
不
豊
合
期
聞
が
判
明
し
た
場
合
は
.
改
め
て
.
そ
の
都
度
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。

[
記
入
上
由
連
意
]

O
時
効
消
誠
不
整
合
期
間
に
つ
い
て
、
す
ぺ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
.

O
届
出
に
あ
た
っ
て
、
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
に
も
れ
が
あ
っ
た
り
届
出
が
遅
れ
た
塙
告
は
、
年
金
を
畳
け
取
る
時
期
が
遅
〈
な
っ
た
り
畳
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

時
効
i両

滋
不
整
合
期
間
は
も
れ
な
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い

.

[
埠
付
書
類
】

O
こ
の
届
出
に
は
、
夜
の
書
類
を
描
付
し
て
下
さ
い
.

・
国
民
年
金
手
績
や
、
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

・
老
齢
年
金
を
畳
給
し
て
い
る
場
合
は
、
老
齢
年
金
の
裁
定
ま
た
は
支
給
決
定
在
畳
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

6
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(注 2) 特例追納は、以下の期間のうち、先に経過した月から

順次行うこととなりますa

①特例追納をする時点で 60歳以上の場合・

問のうち、 50歳以上 60歳未 稿の期間

②特例追納をする時点で 60歳未満の場合 ー

納をする時点から過去 10年以内の期間

特定期

特例追

(注 3) 特定保険料の納付(特例追納 ) の 実 施 期 間 は 、 平 成 27

年 4月 1日から平成 30年 3月 31日(特定保険料納付期限

日)までの 3年間です。

6 以 上 の説明を受けたうえで、時効消滅 不 整 合 期mに係る特定期

問該当届を届け出します。

平成 年 月 日

日本年金機構理事長 殿

住所

氏名 印

← 互耳、託、ξH叫ご王告。] → 

(様式 2- 2) 

既訂 正呈給者用

時効消滅不整合期間に係る特定期間該当局に関する

重要事項椛認:2}

時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届の届出にあたり、以下

の説明を受けたことを砲認しました。

1 特定期間該当届の特定期間には、把握できる全ての時効消滅不

整合期間を記入します。

2 特定期間該当届の届出日以降、時効消滅不張合期間は特定期間

となり、年金額には反映しませんが年金の受給資格期間として算

入される期間として取り扱われま-，. 

3 上記 1で記入した時効消滅不整 合期間以外の期間が事後的に判

明した場合は、その都度、届出が必要です。

4 上記 3の場合、障害年金、遺族年金の受給ができなくなるなど

の不利益が生 じる可能性があります。

5 特 定期間については、特定保険料を納付(特例追納)すること

が可能となり、特例迫納することにより年金額が!l'li¥liします。 (注

1 ) 

また、特定保険料を納付(特例追納)するためには、別途、申

込が必要です。(注 2) 

(注 1) 特例追納は、以下の期間のうち、先に経過した月から

順次行うこととなります。

①特例追納をする時点で 60歳以上の場合ー・ ・ 特定期

間のうち、 50歳以上 60歳未満の期間

②特例追納をする時点で 60歳未満の場合ー

納をする時点から過去 10年以内の期間

特例追

(注 2) 特定保険料の納付(特例迫納)の実施期間は、平成 27

年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの 3年間です。
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6 以上の説明を受けたうえで、時効消滅不登合期間に係る特定期

問該当局を届け出 します.

平成年月日

日本年金機構理事長 殴

住 所

氏名 印

ー司、缶、2::--1斗J..:i:&守主2-
(叡式 2- 3) 

呈給者以外用

時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届に関する

重要事項確認、:;!}

時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届の届出にあたり、以下

の挽明を受けたことを砥認しました.

1 特定期 間該当届の特定期間には、把握できる全ての時効消滅不

整合期間を記入します.

2 特定期間該当局の届出日以降、時効消滅不艶合期間は特定期間

となり、年金の設定の際に、年金額には反映しませんが年金の受

給資格期間として訴入される期間として取り扱われます。

3 上記 1で記入した時効消滅不盤合期間以外の期間が事後的に判

明した場合は、その都度、届出が必要です.

4 上記 3の場合、老齢年金の受給格が発生する時期が遅れたり、

障害年金、遺族年金の受給ができなくなるなどの不利益が生じる

可能性があります.

5 特定期間については、特定保険料を納付(特例追納)すること

が可能です. (住 1) 

また、特定保険料を納付(特例追納)するためには、別途、申

込が必要です。(注 2) 

(注 1) 特例追納は、以下の期間のうち、先に経過した月から

順次行うこととなります.

①特例迫納をする時点で 60歳以上の場合 ・ 特定

期間のうち、 50歳以上 60歳未満の期間

②特例追納を「る時点で 60歳未満の場合・

追納をする時点から過去 10年以内の期間

特例
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(注 2) 特定保険料の納付(特例追納 ) の 実 施 期 間 は 、 平 成 27

年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの 3年間です。

6 以上の説明を受けたうえで、時効消滅不整合期間に係る特定期

問該当届を届け出します.

平 成 年 月 日

日本年金機構理事長 殿

住所

氏名 印

←ヨ、缶、ミ H 、.'.:.~&t:::j →

(様式3)

第 号

年月日

様

日本年金機栴理事長

時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届受理通知書

年 月 日付で届出のありました「時効消滅不整合期間に係る特定

期間該当届」について、次のとおり特定期間を砲認しましたので泊知します。

)l;礎年金番号 |生年月日 |

特定期間 1 年 月から 年 月まで

特定期間12 年 月から 年 月まで

特定期間3 年 月から 年 月まで

特定期間4 年 月から 年 月まで

特定期間5 年 月から 年 月まで

合 計

ご不明な点がございましたら、下記の年金事務所にお問い合わせください@

※裏面もお読みください.

日本年金機構 00年金事務所 国民年金銀

(所在地)00市OOPlJOOT目00番地

(，;忍話)000-000-0000 

月

月

月

月

月

月
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1 表而に記載された「特定期間」は、老齢年金、障害年金および遺族年金の

受給要件を判定するにあたり、年金の受給資格期間に算入されます。

O 老齢年金の場合は、年金額には反映されません。

O 蹄宮年金および遺族年金については、原則として、「時効消滅不整合

期間に係る特定期間該当届」を届出日以後に、陣容となった場合または

死亡した場合に限り、受給資格期間に算入されます。

2 特定期間のうち以下の期間については、平成 27年4月 1日から平成 30年

3月 31日(特定保険料納付期限日)までの 3年間に限り、特定保険料を納付す

ることができるようになります.この特定保険料を納付することにより、多

くの方の場合は将来の老齢芯償年金の額を増やすことができます。

特定保険料を納付する時点で 60歳以上の場合

特定期聞のうち、 50歳以上回歳未満の期間

特定保険料を納付する時点で 60歳未満の場合

ー特定保険料を4洲寸する時点から 10年以内の期間

O 

O 

特定保険料を納付するためには申込書の提出が必要ですが、申込書の

受付は、平成 27年 2月1日から年金事務所で行いますー

国民年金保険料の後納制度により、後納保険料を納めることができる

期間については、後納制度を利用していただくことになります。

※ 

※ 
cn 
()) 

国民年金保険料の後納制度については、年金事諸所または国民年金保険料

専用ダイヤノレまでお問い合わせください.

お問い合わせは『園長年金保険料専凋亨イヤル』へ!

鷺 |0570-011側|
。切または 070 から始まる電極でおかけになる翁合は ~-6731-2015

〈金付符問〉 開眼目 lf.TIil8:30-午後7:00
Ek-金眼目 午前 8:30-午後5:15 
管 2土"'8 午前9:30-午後4 ∞

取月曜日が祝日の埠合は翌B以降の問所臼初日に午後，-∞まで梱阪をお受けします.

市彼自由2土曜悶を除()、 12F! 29日-1F! 3日はご利用いただけません.

。ナピダイヤルは‘一般の悶定'1::きからおかけになる密造は全国ど二からでも.市肉遜話料金で
ご利用いただけます.ただし‘ 般の固定電信以外{携帯電信場)からおかげになる場合は
通常の遜館料金がかかります.

o r田-6731-2015Jの電話番脅におかけになる場合l弘迩符の遁籍料金がかかります.
o r田70Jの最初の rOJを省略したり、市外局番をつけて間違い電信になっているケースが先生

していますので、おかけ間違いにはご注主主〈ださい.



2. 金融機関の新設・合併・庖舗名称変更等について

[年金給付昔日 給付企画グループ】

O 【情報提供】金融機関の后舗名称変更等

(平成 25年 6月28日 給付情 2013-68)・・・・ 70

金融機関の庖舗名称変更等(平成25年8月15日支払から変更)について、

お知らせしたものです。

O 【情報提供】金融機関の庖舗名称変更等

(平成 25年 7月31日 給付情 2013-77)・・・・ 72 

金融機関の庖舗名称変更等(平成 25年9月13日支払から変更)について、

お知らせしたものです。

-69-

↑

穴

あ
り
チ
ェ
ッ
ク
用



日6月

2013-68 

28 25年

情

平成

給付

金融機関の庖舗名称変更等(情報提供)

文書区分

重

要報告要高度
緊急

情報f供先是

話
健保協会 健機構保

J ‘ 

f担 会

〆

本部 ブロック本部 事務センヲー 年金事務所

各部 厚年 厚年
適用保

適

宛先 係部関 理管 相部給 適徴部 国年 年給 記録 突合 用摂
徴収課 課国年 記録謀 相談室G G 

全 部 義 厚年 G G G G 義 厚年

O O O O O O O O O O O O O O O O 

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部

且盟二盤呈
金融機関の庖舗名称変更等についてご連絡します。

ポイント(肉容)

1 . 平成25年8月 15日支払からの変更となります。

穴
あ

M
チ
工
ツ
ク
用

変更となる金融機関・宿舗名につきましては、見Ij添を参照願います。2. 

照会先

本部年金給付部給付企画G
品、んばやし

担当 馬場(秀)、よ主主

連絡先

(直通)
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{八
あ
す
チ
工
ツ
ク
用

銀行等

|日 新
実施時期(年月日)

コード !金融機関名称 コードif.S舗名称 コード 金融機関名称 コードim舗名称

日15日i京都銀行 511 大阪 b 0158 京都銀行 511 大阪営業部 平成25年5月27日

間 |京都銀行

jオオザカチユウオウ
0158 I京都銀行512 大阪中央 b 511 大阪営業部 平成25年5月27日

間 !京都銀行

;テラマチニシヨウ

0158 I糊行

l… シヨマエ

127 寺町二条 b 127 京都市役所前 平成25年6月17日

引 62 南都銀行

i附 キ9

0162 I南都銀行688 和歌山北 b 68日和歌山 平成25年6月17日

0190 西日本シティ銀行 901 宮崎 b 0190 西日本シティ銀行 901 宮崎営業部 平成25年6月10日

山 !西日本シ叩行

!オオヨド

問 i西日本シ叩行

iミヤザキ
911 大淀 b 901 宮崎営業部 平成25年6月10日

0190 西一ィ銀 行

?ヤサキ村

0190 I西一ィ銀行

iミヤザキ

917 宮崎北 b 901 宮崎営業部 平成25年6月10日

川西日本シ叩 01901西一イ銀行

lミヤザキ

918 大塚 b 901 宮崎営業部 平成25年6月10日

0制 |大東銀行

;ヨオ I，~.M

OM  !大東銀行

!ウヰメ

037 郡山亀田 b 104 うねめ 平成25年6月4日

0間 j関西日ン銀行 日制 j関西アーバン銀行

H:コネ

416 大薮 b 411 彦根 平成25年6月17日

----------------0150 スルガ銀行

im-ォhlミヤ
b 643 沼津間宮 平成25年6月21日

----------------間 i京都銀行

jW柿

b 516 歌島橋 平成25年7月22日

----------------0164 I闘行

:セイシン帥オウ

b 378 西神中央 平成25年6月19日

---------------- !"lj 
b 2095 相双信用組合 012 互理 平成25年7月3日
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日25年 7月

情 2013-77

3 1 平成

給付

金融機関の底舗名称変更等 (情報提供)

文書区分

重

霊告要度高 急緊

情報f供先E 

社労士 機g 保
‘ J 

9 会

d 

本部 ブロック本部 事務セン9- 年金事務所

宛先

部各

関係部 管理部 相給部 通徴部

厚年 厚年
国年 給年 記録 突合

適用限 適用禄

徴楳収 国年膝 E録課E 
棺

G G 
議室全 議 厚年 G G G G 総務 厚年

O O O O O O O O O O O O O O O O 

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、 業務渉外部

旦並二盆量

金融機関の庖舗名称変更等についてご連絡します。

ポイント (肉容)

1 平成 25年9月 13日支払からの変更となります。

穴
あ
付
チ
Z
ツ
ク
問

変更となる金融機関・庖錦名につきましては、別添を参照願います。2 

照会先

本部年金給付部給付企画G
かんばやし

担当馬場(秀)、よ主主
連絡先
(直通)
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穴
あ
け
ず
工
ツ
ク
用

銀行等

!日 事庁
実施時期(年月日)

コード i金融機関名称 コード!I苫鋪名称 コード 金融機関名称 コード・盾舗名称

附 |三菱東京UFJ銀行

;叩帥
112 ウ宇シ・治オオ大0ホ久・保

112 宇治大久保出暗所 b 0005 三菱東京UFJ銀行 平成25年7月16日

∞05 I三菱東京UFJ銀行 附!三愛東京吋行

jサヤマ

435 狭山出張所 b 435 狭山 平成25年7月16日

;イチノミヤヒカ'シ

0005 三 菱 肺UFJ銀行0005 三菱東京UFJ銀行 833 一宮東出張所 b 833 一宮東 平成25年7月16日

0119 秋田銀行

Bホシγヨウエキマエ

382 本荘駅前 b 0119 秋田銀行 382 本荘東 平成25年7月16日

0146 北困銀行
1m jヨマツ

214 安宅 b 0146 I北園銀行 206 小松 平成25年6月24日

0146 北園銀行

;キヨウト

0146 I北国銀行

iオオザカ

604 京都 b 601 大阪 平成25年7月22日

0162 I商都銀行 引 62 南都銀行

:ハセ

260 初瀬 b 260 初瀬出張所 平成25年6月27日

jヤマタ・h'ワ

0162 南部銀行 695 山田川 b 0162 南都銀行 695 山田川出張所 平成25年6月27日

iif名ハ・リヒカシ 763 ナ名ハ強'リヒ東ヵ・γ出強所
0162 南都銀行 763 張東 b 0162 南都銀行 平成25年6月27日

01671山陰合同銀行

!オオソJッ・ !村川・

075 大篠津 b 0167 山陰合同銀行 075 大篠津代理!苫 平成25年6月24日

0167 I山陰合同銀行

iショウホヲ

0167 山陰合同銀行092 城北 b 092 城北出張所 平成25年6月24日

jコヤマ

0167 山陰合同銀行 108 湖山 b 0167 山陰合同銀行 108 湖山出張所 平成25年6月24日

0167 I山陰合間

!J~イケ

引 67I山陰合問行126 福生 b 126 福生出張所 平成25年6月24日

;ホツキ

0167 山陰合同銀行 225 法吉 b 0167 山陰合同銀行 225 法吉出張所 平成25年6月24日

iイツカイチ

1J日市0170 山口銀行 131 五日市 b 0170 I山口銀行 平成25年7月8日

jfカマテ

0184 !宮時銀行

jナカマテ

0184 宮崎銀行 410 仲町 b 410 i{中町出張所 平成25年7月8日

iマ廿キ

0184 I宮崎銀行

jマザキ

0184 宮崎銀行 450 真幸 b 450 真幸出張所 平成25年7月8日

0184 I宮崎銀行0184 宮崎銀行 520 紙肥 b 520 飲肥出張所 平成25年7月8日

!?ンコ・ゥ

0184 I宮椅銀行
550 i1f南ンコ郷ウ出張所

0184 宮崎銀行 550 南郷 b 平成25年7J'j8日

ドイワキタ iモイワ

0501 北洋銀行 151 藻岩北 b 0501 北洋銀行 494 藻岩 平成25年7月8日

0501 刷行

やハ・州'1
041 i1y新ンコ琴トニ似

189 四番通 b 0501 北洋銀行 平成25年7月16日

。。
『

r
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銀行等

|日 事庁
実施時期(年月日)

コード i金融機関名称 コードjJ苫舗名称 コード i金融機関名称 コード11苫舗名称

0501 北洋銀行

:村コ・ウチユウオウ

0501 北洋銀行

;キタョ・ゥ

191 北郷中央 b 051 北郷 平成25年7月16日

0501 北洋銀行 0501 北洋銀行

j村ミテユウオウ

459 北見とん回 b 451 北見中央 平成25年7月8日

0596 沖縄海邦銀行

jオキナワシヤヲシヨナイ
日制;沖縄海邦銀行

jザ
144 沖縄市役所内出強所 b 044 ココザ 平成25年7月1日

1188 あぶくま信用金庫

jヤマモト

1188 あぶくま信用金庫

!ワタリ

011 山元 b 016 亘理 平成25年7月16日

1288 さがみ信用金庫

wイナシティイースト

1288 さがみ信用金庫028 ダイナシティイ-Aト出自厨 p 005 国府津 平成25年7月8日

1506 三島信用金庫

jショウワチョウ

1506 三島信用金庫046 昭和町 b 045 熱海 平成25年7月22日

，1) 

1702 米子信用金庫

!アカザキ

1702 米子信用金庫017 赤碕 b 017 赤碕出張所 平成25年7月B日

--------------0158 京都銀行

jウ川シ

b 516 歌島橋 平成25年7月22日

-74-
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農協等

|日 新
実施時期(年月日)

コード i金融機関名称 コード!r.s舗名称、 コード!金融線開名称 コード!庖舗名称

3001 北海道信用量協連合会
831 jjキ北タミ見支所

b 820 本所 平成25年6月24日

3001 北海道慣用農協進合会

;怜口
832 釧路支所 b 820 本所 平成25年6月24日

3013 東京都信肌連合会 3013 I東京都信用腹惚連合会 !二002 東京 b 001 庖 平成25年6月24日

9453 宮媛県揖章也同組合

;カラ9ワ

9453 宮線県揖車協同組合

iケセンヌマソウコウ

020 唐桑支所 b 002 i!i¥仙沼総合支所 平成25年7月16日

9453 宮城県揖軍国同組合
iiH気仙ン問沼。

9叩;宮殿州車協同組合

!ケセンヌマツウコ・ウ

070 地区貰pfi b 002 I ~仙沼総合支所 平成25年7月16日

9叩 !宮城県綿 悩同組合 間 i宮殿県揖車協同組合

i!H蝿仙ンヌ沼マソウコ-ゥ
080 大谷本音支所 b 002 総合支所 平成25年7月16日

9叩 ;宮続県描輩出同組合

iウタッ lケセンヌマソウJ.ウ

100 歌津支所 b 002 '"仙沼総合支所 平成25年7月16日

i州 ・ヮ

9叩;宮械醐 蜘同組合120 志津川支所 b 002 気仙沼総合支所 平成25年7月16日

区
U

ヲ

F

ー
穴
あ
け
ず
工
ツ
ク
周



f

穴
あ
け
ず
エ
ツ
ク
問

3.総務部からのお知らせ 「掲示物(ホ.'}，?-)の管理」

【総務部総務グループ】

O 【指示・依頼】掲示物(ポスター)の台帳管理

(平成 24年 11月 14日 総務指 2012-32 経企指 2012-65)

本部から年金事務所等に掲示をお願いしている掲示物 (ポスター)について、広報の

ポイン卜を明確にし、年金事務所等の美観を整えるため、掲示を「必須」とする限度枚

数を設定するとともに、新たなルールを定めて台帳管理を行うことしたとこをお伝えし

ているところです。

今回は、平成 25年8月 16日現在の「掲示物管理台帳」を参考までに掲載いたします。
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掲示物管理台帳(本部からの指示依頼分)

亡三=コ…掲示等期間を終了している掲示物。(平成25年8月16日現在)

担当旬署 掲示曲名 掲示開抽年月 掲示轄了期限 指示・怯粗

|五
Uす1i)J.:;j間協 2010年3月23日 日経企惜2010-16

移用植資材E療の留に閲置す等るに廻つ解いをて理めていただ〈ための普及啓発 2011年12月15日 2月15日程企指2011-97

経宮企画部

る※違担-憲先4喚v限m起定官同 2013年3月31日 2月14日経企指2012-70

.開田県.1' 命"'
1日 1日

リスク-コンブラ 1図 118 

イアンス部 1日 11日

川窓符口縄」
178 

シー)(
ライ 2010年1月1日 日本年金拙構個人情報保護官理規定軍3条1J!l

個人情報器盤10か条 2010年1月1日 B本年金櫨構個人情報保護管理規定茸3条2唖

日 2011年11月21日 11月21自

201 11-17 

詑務部 て 1日 12 

1日 総務指201

1日 111日 15 

2012年3月31日 2日
司，士郎

2011年11月18 2012年3月31日

2013年3FJ31日 15日 13 

財括部 3月248

日本年金極構平成24年度正規聴員事集 2010年12月14日 2011年3月7日 132月月71日4日入入管指管指292101410-61 

201 72 

人事管理部
1自

1月 ~ 178 2013年1月15日

所見学::J;
2012年12月19日 2013年4月19日

11日 178 l22日 11-90 

「白 :JQ;9 3日 8由、ロ ゆムιN'ιUIU-.叩

ー々 18日 Jロ 4月14日 11.37 

事量企画部

電'"'' 2011年11月四日 2012年12月31自 月30日事企指2011-119

FEる置2に2定聞Eす育家るの実手施続要出領 2013年4月1日 〈2予01定4年.別3月途3指1示日〉 3貝28白事企指2013-29

← 辺、と吐い唱三在十〉J → 

jjlj紙1

平属国年8月16目現在

E管Z理Z欄E(E平と調

更年新月 サイズ
18-) 

必須 置先斑 怪童※ 受領自 ，.週番号

1 A3 

1 A3 

A2 1'>n1 2012--002 

〆/〆

---...--- 不明

...--- ，〆-- 〆/〆
A3 

A2 

A3 

A3 

指定なし

指定なし 18 2013-004 

指定なし

戸---/〆-

A3 

t A3 

戸--/ 〆 '

------A3 12012年12月19自 2012--003 

83 2012年12月19日 2012--004 

1 A3 11日 2013べlO3

1 A2 

~ 
A2 

1 A2 Jl.はA3 2013年3月2叫 2…2
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掲示物管理台帳 (本部からの指示依頼分)

仁二二コ…掲示等期間を終了している掲示物。(平成25年8月16白現在)

主主『優先Jr佳意JIこ限り年金事務 所等の判断で掲 示 物 の サイズダウシを可能 とする.その際、お客様 から由「見 やすさ』を考 慮する.

担当部署 掲示物事 掲示聞抽年月 掲示終了期限 指示・怯組

四10年1月4日
平楠成へ引由年12月25日付事務理絡f日本年金槌篠お客

市 0か~J由掲示方法草び解説書について

お客描へのお拘""0か最
四10年3月2日 平成22年0'月028 サ推指2010-26

2010年4月23日 平成22年目4月四日サ推指2010-45，liD相指2010-38

2012年3月22日 平底24年3月22日サ推情却12-10

年お曲金家Z広務'0所カ長条のに氏書名付及}び臨写真の掲示{お客輔への 2010年6月3目 平成担年6月'8 サ彼鎗田10-59

サービス推迫 2010年4月四目 平成22年田月02日サ推指2010-26
部 ご意見箱由民置についてのお知らせ

2010-年4月羽田 平成22年04月四目サ抱指201仕-45，m相指2010・:l8

2011年6月四日 2011年9月30自 平底23年6月17自 サ錐指甜11-26

『わたしと年金jエッセイ耳集周ポスター 2012年6月1日 2012年9月四目 平成24年5月24目 サ徒指2012-20

2013年6月3目 2013年9月20目 平成周年5月13目 サ推指田13-27

平成24年度お客織濁足直アンケートの軍施 却問年1月4自由I，IUS日置での直躍するS宮軍日 サ推指2012-日

平成周年度年金者広務所お客楠サピスモエタ会躍的実
2013年B月5目 会副開僅司か月以よ前 平成25年7月'0自サ推指2013-41

施

私の圏直聾理墨田活用についてのお知らせ 2010年4月23日 平民22年04月23日 サ推指2010-45、包相指2010・'38
年金掴観の時間廷GlI<び休日相厳についてのお悶らせ 2010年4月四日 平年成相E指年200140-月32S3日 サ推指2010-45、

年金箱践部
四10年4月羽田 平成担年制月四回サ継指2010-45‘窃相指2引か38

電話でのお問い合わせ先についてのお知らせ

2012年4月25日 平底24年04月四日年相情2012-56

2010年1月29日 毎週月曜日 平成22年01月回目 肥対指2010-12
年金額{年額]の権額〈累積)グラフ

2012年4月18日 2013年7月 平尾24年04月18目配対指2012-41

2010年1月四日 3か月毎 平成22年01月四自 E対指2010-12
米統合記録S回S万件の解明状理

2012年4月18目 2013年7月 平底24年04月188 記対指2012-41

記鰻問阻

記る合f封記記指揖録25町0019正354万に0件よ】年るの金年解$金明暗額状所(現年ー」プ額のロ}措のッ式ク増の本額置部[毘Eに計て]掲Jと示f来して統い
対策部

2013年7月 3か月毎 平民25年6~25日記対指2013-60

ねんきんネット周知ポスター 2011年3月1目 2011年9月30日 平成23年3月1目 包対稲田1ト26

「ねんさんネット」の周囲lI<L'ID取得の盟通 2011年"月 17日 平鹿2'年"月 17日 記対指田11-108

rねんきんネットJ3次リリースの実施 2012年3月間目 平1it24年3月26目 毘対指2012-25

更新 置先順位と掲示依111
年月 必須 置先諜 怪童援

/ / / 
2 

/ / / 
/'" /'" ，-/ 

[2] 

1 

/ / / 

3 

1 2 

2 

1 

/'" /'" /'" 
/'" /'" /'" 

v /'" /'" 

1 

1 

1 

サイズ

A' 

A可

A2 

~ 
~ 
A3以よ

A3:R1まA4

任必須意l!J制..3 

A2 

A3 

A3 

A3 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

~ 
A3 

A3 

別紙1

平正25年8月時日現在

管理台鰻J!I情状況は管理栂の白銀
き偲分を謹観して〈ださい. 

管理構(平成24年12月18-)

安領国 管理香骨

2013年5月13日 2013-005 

2012年"月29自 2012べlO'

2013年7月3日 2013ベlO'

2013年E月21日 2013-∞7 
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掲示物管理台帳 (本部からの指示依頼分)

仁二二コ…掲示等期間を終了している掲示物。(平成25年8月16日現在)

担当部署 掲示担名 掲示開始年月 掲示酪7期限 指示・偉績 E年毎月 3彊Zgt市圃位Eと蝿*元 怪獣

，，，開 tリ' 戸宝 2013年1月318 1月18日 13司 1 ./'" / / 
毘録問題 I=¥li<>m叫円 2012年11月21日 月21目配対宿泊12-125，~企指20 1 2-109 / / / 対策師

同』刊 2013年1月31目 fIj(.;'::;l年1月21日 毘対指2013-7、事企指2013-3 1 1 

2010年9月10日 18 品管情201G-43.a:回情20'か正

品質管理部
2012年5月23日 5月23日品管情2012-4呂、 由 情2012再 17、広報惜2012・4 T 

厚S国生年金R年民金管年総理金保付母信陵信" 2011年4月18 2012年4月四日 日 晶菅指2011-46

部 |哩証了 却 12年2月四日 15日 1 

て(お知らせ} 四10年12月1日 2011年1月4日
'怖 Z貝17自 国年街2010-510

2012年8117日 2015年9月30日 ..  え訓干 HLfCl 回年鎗2012-268

1田~笠事宏民'"年司岩金盤長一理i 

)巨)E白及及4儒Eびび2a々納納，-付付_m案案一p内内一.. ・的勧一Z奨一E 

2012年10月1日

盟{市盆2 lJ'!23日
1 

国民年金師 2013年1月四日

0.1'131日
"怖

3貝23日固年指2012-391 1 

.~， 

2013年7月1日 9自 由年2013-221 1 

由民年金卸

事信年集付金会指租図SaS郡旬m 
，.， 2012年1月31日 2013年E月198 |平成同月31日 国年指2012-21司企指2012-1，.給付指2012-14間指2012-7

，ーヲ' iて 2010年4月盟国 結付指2010--80 1 

ftp;E22iFl0月19日 10-201 1 
年金詰付師

、。jポスター い 0日 2013年3月318 3月18日

2Olt~1i 2012年3月31自 115白 話付指2011・114

合計 25 ? 8 

← 週、~" H市こ王訟>} → 

別紙1

平障担年8月16回現在

サイズ l・舎日.. 管一分盲理を目掴一磁一〈S町平E一L J 4 

ロ銀

11目勾〉

受領日 管理署骨

A2 

A2 2013年1月18日 2013-∞1 

~ 
A3 

/ 
A3 

/ 
A2 

A3 

A2 

A2 2013年E月19日 2013-006 

A3 

A3 

A3 

A2 
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